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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】モバイル通信デバイスのユーザに適切にフォー
マットされ時間調整された特定の広告をターゲットにし
、追跡するための、モバイル通信デバイスの集団と広告
プラットフォームとの間のブリッジとして働く市場プラ
ットフォームを提供する。
【解決手段】モバイル通信デバイスの第１の通信機能と
のユーザ・インタラクションを監視し、前記第１の通信
機能とは別個に実行中の、前記モバイル通信デバイスの
第２の通信機能とのユーザ・インタラクションを監視し
、ユーザ・ビヘイビア・プロファイルを推測するために
、ユーザ・インタラクション・データをネットワークに
送信し、前記ユーザ・ビヘイビア・プロファイルに基づ
いて選択される、前記モバイル通信デバイスのためにフ
ォーマットされた広告を受信し、前記広告を前記モバイ
ル通信デバイス上で提示する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　広告コンテンツをモバイル通信デバイス上で提示する方法であって、
　モバイル通信デバイスの第１の通信機能とのユーザ・インタラクション（user interac
tion）を監視することと、
　前記第１の通信機能とは別個に実行中の、前記モバイル通信デバイスの第２の通信機能
とのユーザ・インタラクションを監視することと、
　ユーザ・ビヘイビア・プロファイル（user behavior profile）を推測するために、ユ
ーザ・インタラクション・データをネットワークに送信することと、
　前記ユーザ・ビヘイビア・プロファイルに基づいて選択される、前記モバイル通信デバ
イスのためにフォーマットされた広告を受信することと、
　前記広告を前記モバイル通信デバイス上で提示することと
　を備える方法。
【請求項２】
　公衆交換電話網の宛先と通信する、前記モバイル通信デバイスの前記第１の通信機能と
のユーザ・インタラクションを監視すること、を更に備える請求項１の方法。
【請求項３】
　ワイヤレスデータパケットプロトコルの宛先と通信する、前記モバイル通信デバイスの
前記第２の通信機能とのユーザ・インタラクションを監視すること、を更に備える請求項
２の方法。
【請求項４】
　実行可能コンテンツをダウンロードするためにモバイル通信ネットワークオペレータと
通信する、前記モバイル通信デバイスの前記第２の通信機能とのユーザ・インタラクショ
ンを監視すること、を更に備える請求項２の方法。
【請求項５】
　ワイヤレスデータパケットプロトコルの宛先と通信する、前記モバイル通信デバイスの
前記第１の通信機能とのユーザ・インタラクションを監視すること、を更に備える請求項
１の方法。
【請求項６】
　実行可能コンテンツをダウンロードするためにモバイル通信ネットワークオペレータと
通信する、前記モバイル通信デバイスの前記第２の通信機能とのユーザ・インタラクショ
ンを監視すること、を更に備える請求項５の方法。
【請求項７】
　実行可能コンテンツをダウンロードするためにモバイル通信ネットワークオペレータと
通信する、前記モバイル通信デバイスの前記第１の通信機能とのユーザ・インタラクショ
ンを監視すること、を更に備える請求項１の方法。
【請求項８】
　前記広告に関連付けられたフリークエンシー（frequency）および時間の目標に従って
、前記広告を前記モバイル通信デバイス上で提示すること、を更に備える請求項１の方法
。
【請求項９】
　ユーザ・ビヘイビア・プロファイルを改良するために、ネットワークのための前記提示
された広告とのユーザ・インタラクションを監視し、送信すること、を更に備える請求項
１の方法。
【請求項１０】
　開始された電話通話、モバイルブラウザ上でのキーワード検索、モバイルアプリケーシ
ョン上でのメディアコンテンツ選択、広告アクションの選択、またはネットワークデータ
パケットの宛先へのナビゲーション選択のうちの２つ以上として選択されたユーザ・イン
タラクションを監視すること、を更に備える請求項１の方法。
【請求項１１】
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　第１のモバイルブラウザアプリケーション上でのキーワード検索の、前記モバイル通信
デバイスの前記第１の通信機能とのユーザ・インタラクションを監視することと、
　第２のモバイルブラウザアプリケーション上でのキーワード検索の、前記モバイル通信
デバイスの前記第２の通信機能とのユーザ・インタラクションを監視することと
　を更に備える請求項１の方法。
【請求項１２】
　広告コンテンツをモバイル通信デバイス上で提示する少なくとも１つのプロセッサであ
って、
　モバイル通信デバイスの第１の通信機能とのユーザ・インタラクション（user interac
tion）を監視するモジュールと、
　前記第１の通信機能とは別個に実行中の、前記モバイル通信デバイスの第２の通信機能
とのユーザ・インタラクションを監視するモジュールと、
　ユーザ・ビヘイビア・プロファイル（user behavior profile）を推測するために、ユ
ーザ・インタラクション・データをネットワークに送信するモジュールと、
　前記ユーザ・ビヘイビア・プロファイルに基づいて選択される、前記モバイル通信デバ
イスのためにフォーマットされた広告を受信するモジュールと、
　前記広告を前記モバイル通信デバイス上で提示するモジュールと
　を備えるプロセッサ。
【請求項１３】
　広告コンテンツをモバイル通信デバイス上で提示するコンピュータプログラム製品であ
って、
　モバイル通信デバイスの第１の通信機能とのユーザ・インタラクション（user interac
tion）を監視することをコンピュータに行わせるための少なくとも１つの命令と、
　前記第１の通信機能とは別個に実行中の、前記モバイル通信デバイスの第２の通信機能
とのユーザ・インタラクションを監視することをコンピュータに行わせるための少なくと
も１つの命令と、
　ユーザ・ビヘイビア・プロファイル（user behavior profile）を推測するために、ユ
ーザ・インタラクション・データをネットワークに送信することをコンピュータに行わせ
るための少なくとも１つの命令と、
　前記ユーザ・ビヘイビア・プロファイルに基づいて選択される、前記モバイル通信デバ
イスのためにフォーマットされた広告を受信することをコンピュータに行わせるための少
なくとも１つの命令と、
　前記広告を前記モバイル通信デバイス上で提示することをコンピュータに行わせるため
の少なくとも１つの命令と
　を備えるコンピュータ読み取り可能な媒体を備えるコンピュータプログラム製品。
【請求項１４】
　広告コンテンツをモバイル通信デバイス上で提示する装置であって、
　モバイル通信デバイスの第１の通信機能とのユーザ・インタラクション（user interac
tion）を監視する手段と、
　前記第１の通信機能とは別個に実行中の、前記モバイル通信デバイスの第２の通信機能
とのユーザ・インタラクションを監視する手段と、
　ユーザ・ビヘイビア・プロファイル（user behavior profile）を推測するために、ユ
ーザ・インタラクション・データをネットワークに送信する手段と、
　前記ユーザ・ビヘイビア・プロファイルに基づいて選択される、前記モバイル通信デバ
イスのためにフォーマットされた広告を受信する手段と、
　前記広告を前記モバイル通信デバイス上で提示するための手段と
　を備える装置。
【請求項１５】
　広告コンテンツをモバイル通信デバイス上で提示する装置であって、
　ユーザインターフェースと、
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　コンピューティング・プラットフォームと、
　モバイル通信デバイスの第１の通信機能との、ユーザインターフェースに入力されたユ
ーザ・インタラクション（user interaction）を監視し、前記コンピューティング・プラ
ットフォーム上で前記第１の通信機能とは別個に実行中の、前記モバイル通信デバイスの
第２の通信機能との、前記ユーザインターフェースに入力されたユーザ・インタラクショ
ンを監視する使用モニタと、
　ユーザ・ビヘイビア・プロファイル（user behavior profile）を推測するために、ユ
ーザ・インタラクション・データをネットワークに送信するワイヤレス送信機と、
　前記ユーザ・ビヘイビア・プロファイルに基づいて選択される、前記モバイル通信デバ
イスのためにフォーマットされた広告を受信するワイヤレス受信機と
　を備え、前記ユーザインターフェースが、前記広告を前記モバイル通信デバイス上で提
示する、装置。
【請求項１６】
　公衆交換電話網の宛先と通信する、前記モバイル通信デバイスの前記第１の通信機能と
のユーザ・インタラクションを監視する前記使用モニタ、を更に備える請求項１５の装置
。
【請求項１７】
　ワイヤレスデータパケットプロトコルの宛先と通信する、前記モバイル通信デバイスの
前記第２の通信機能とのユーザ・インタラクションを監視する前記使用モニタ、を更に備
える請求項１６の装置。
【請求項１８】
　実行可能コンテンツをダウンロードするためにモバイル通信ネットワークオペレータと
通信する、前記モバイル通信デバイスの前記第２の通信機能とのユーザ・インタラクショ
ンを監視する前記使用モニタ、を更に備える請求項１６の装置。
【請求項１９】
　ワイヤレスデータパケットプロトコルの宛先と通信する、前記モバイル通信デバイスの
前記第１の通信機能とのユーザ・インタラクションを監視する前記使用モニタ、を更に備
える請求項１５の装置。
【請求項２０】
　実行可能コンテンツをダウンロードするためにモバイル通信ネットワークオペレータと
通信する、前記モバイル通信デバイスの前記第２の通信機能とのユーザ・インタラクショ
ンを監視する前記使用モニタ、を更に備える請求項１９の装置。
【請求項２１】
　実行可能コンテンツをダウンロードするためにモバイル通信ネットワークオペレータと
通信する、前記モバイル通信デバイスの前記第１の通信機能とのユーザ・インタラクショ
ンを監視する前記使用モニタ、を更に備える請求項１５の装置。
【請求項２２】
　前記広告に関連付けられたフリークエンシー（frequency）および時間の目標に従って
、前記広告を前記モバイル通信デバイス上で提示する広告選択および追跡構成要素、を更
に備える請求項１５の装置。
【請求項２３】
　ユーザ・ビヘイビア・プロファイルを改良するために、ネットワークのための前記提示
された広告とのユーザ・インタラクションを監視し、送信する前記使用モニタ、を更に備
える請求項１５の装置。
【請求項２４】
　開始された電話通話、モバイルブラウザ上でのキーワード検索、モバイルアプリケーシ
ョン上でのメディアコンテンツ選択、広告アクションの選択、またはネットワークデータ
パケットの宛先へのナビゲーション選択のうちの２つ以上として選択されたユーザ・イン
タラクションを監視する前記使用モニタ、を更に備える請求項１５の装置。
【請求項２５】
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　第１のモバイルブラウザアプリケーション上でのキーワード検索の、モバイル通信デバ
イスの前記第１の通信機能とのユーザ・インタラクションを監視し、第２のモバイルブラ
ウザアプリケーション上でのキーワード検索の、前記モバイル通信デバイスの前記第２の
通信機能とのユーザ・インタラクションを監視する前記使用モニタ、を更に備える請求項
１５の装置。
【請求項２６】
　広告コンテンツをモバイル通信デバイス上で提示する方法であって、
　モバイル通信デバイスの第１の通信機能とのユーザ・インタラクション（user interac
tion）をリモートで監視することと、
　前記第１の通信機能とは別個に実行中の、前記モバイル通信デバイスの第２の通信機能
とのユーザ・インタラクションをリモートで監視することと、
　ネットワークへのユーザ・インタラクション・データを受信し、ユーザ・ビヘイビア・
プロファイル（user behavior profile）を推測することと、
　前記ユーザ・ビヘイビア・プロファイルに基づいて、前記モバイル通信デバイスのため
にフォーマットされた広告を選択することと、
　前記選択された広告を、前記モバイル通信デバイス上で提示するために送信することと
　を備える方法。
【請求項２７】
　公衆交換電話網の宛先と通信する、前記モバイル通信デバイスの前記第１の通信機能と
のユーザ・インタラクションをリモートで監視すること、を更に備える請求項２６の方法
。
【請求項２８】
　ワイヤレスデータパケットプロトコルの宛先と通信する、前記モバイル通信デバイスの
前記第２の通信機能とのユーザ・インタラクションをリモートで監視すること、を更に備
える請求項２７の方法。
【請求項２９】
　実行可能コンテンツをダウンロードするためにモバイル通信ネットワークオペレータと
通信する、前記モバイル通信デバイスの前記第２の通信機能とのユーザ・インタラクショ
ンをリモートで監視すること、を更に備える請求項２７の方法。
【請求項３０】
　ワイヤレスデータパケットプロトコルの宛先と通信する、前記モバイル通信デバイスの
前記第１の通信機能とのユーザ・インタラクションをリモートで監視すること、を更に備
える請求項２６の方法。
【請求項３１】
　実行可能コンテンツをダウンロードするためにモバイル通信ネットワークオペレータと
通信する、前記モバイル通信デバイスの前記第２の通信機能とのユーザ・インタラクショ
ンをリモートで監視すること、を更に備える請求項３０の方法。
【請求項３２】
　実行可能コンテンツをダウンロードするためにモバイル通信ネットワークオペレータと
通信する、前記モバイル通信デバイスの前記第１の通信機能とのユーザ・インタラクショ
ンをリモートで監視すること、を更に備える請求項２６の方法。
【請求項３３】
　前記広告に関連付けられたフリークエンシー（frequency）および時間の目標に従って
、前記広告を提示するように前記モバイル通信デバイスに指示すること、を更に備える請
求項２６の方法。
【請求項３４】
　前記提示された広告とのユーザ・インタラクションをリモートで監視することによって
、ユーザ・ビヘイビア・プロファイルの改良を推測すること、を更に備える請求項２６の
方法。
【請求項３５】
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　開始された電話通話、モバイルブラウザ上でのキーワード検索、モバイルアプリケーシ
ョン上でのメディアコンテンツ選択、広告アクションの選択、またはネットワークデータ
パケットの宛先へのナビゲーション選択のうちの２つ以上として選択されたユーザ・イン
タラクションをリモートで監視すること、を更に備える請求項２６の方法。
【請求項３６】
　第１のモバイルブラウザアプリケーション上でのキーワード検索の、前記モバイル通信
デバイスの前記第１の通信機能とのユーザ・インタラクションをリモートで監視すること
と、
　第２のモバイルブラウザアプリケーション上でのキーワード検索の、前記モバイル通信
デバイスの前記第２の通信機能とのユーザ・インタラクションをリモートで監視すること
と
　を更に備える請求項２６の方法。
【請求項３７】
　広告コンテンツをモバイル通信デバイス上で提示する少なくとも１つのプロセッサであ
って、
　モバイル通信デバイスの第１の通信機能とのユーザ・インタラクション（user interac
tion）をリモートで監視するモジュールと、
　前記第１の通信機能とは別個に実行中の、前記モバイル通信デバイスの第２の通信機能
とのユーザ・インタラクションをリモートで監視するモジュールと、
　ネットワークへのユーザ・インタラクション・データを受信し、ユーザ・ビヘイビア・
プロファイル（user behavior profile）を推測するモジュールと、
　前記ユーザ・ビヘイビア・プロファイルに基づいて、前記モバイル通信デバイスのため
にフォーマットされた広告を選択するモジュールと、
　前記選択された広告を、前記モバイル通信デバイス上で提示するために送信するモジュ
ールと
　を備えるプロセッサ。
【請求項３８】
　広告コンテンツをモバイル通信デバイス上で提示するコンピュータプログラム製品であ
って、
　モバイル通信デバイスの第１の通信機能とのユーザ・インタラクション（user interac
tion）をリモートで監視することをコンピュータに行わせるための少なくとも１つの命令
と、
　前記第１の通信機能とは別個に実行中の、前記モバイル通信デバイスの第２の通信機能
とのユーザ・インタラクションをリモートで監視することをコンピュータに行わせるため
の少なくとも１つの命令と、
　ネットワークへのユーザ・インタラクション・データを受信し、ユーザ・ビヘイビア・
プロファイル（user behavior profile）を推測することをコンピュータに行わせるため
の少なくとも１つの命令と、
　前記ユーザ・ビヘイビア・プロファイルに基づいて、前記モバイル通信デバイスのため
にフォーマットされた広告を選択することをコンピュータに行わせるための少なくとも１
つの命令と、
　前記選択された広告を、前記モバイル通信デバイス上で提示するために送信することを
コンピュータに行わせるための少なくとも１つの命令と
　を備えるコンピュータ読み取り可能な媒体を備えるコンピュータプログラム製品。
【請求項３９】
　広告コンテンツをモバイル通信デバイス上で提示する装置であって、
　モバイル通信デバイスの第１の通信機能とのユーザ・インタラクション（user interac
tion）をリモートで監視する手段と、
　前記第１の通信機能とは別個に実行中の、前記モバイル通信デバイスの第２の通信機能
とのユーザ・インタラクションをリモートで監視する手段と、
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　ネットワークへのユーザ・インタラクション・データを受信し、ユーザ・ビヘイビア・
プロファイル（user behavior profile）を推測する手段と、
　前記ユーザ・ビヘイビア・プロファイルに基づいて、前記モバイル通信デバイスのため
にフォーマットされた広告を選択する手段と、
　前記選択された広告を、前記モバイル通信デバイス上で提示するために送信する手段と
　を備える装置。
【請求項４０】
　広告コンテンツをモバイル通信デバイス上で提示する装置であって、
　モバイル通信デバイスと通信するネットワーク通信構成要素と、
　前記モバイル通信デバイスの第１の通信機能とのユーザ・インタラクション（user int
eraction）をリモートで監視し、前記第１の通信機能とは別個に実行中の、前記モバイル
通信デバイスの第２の通信機能とのユーザ・インタラクションをリモートで監視するリモ
ート使用モニタと、
　ユーザ・インタラクション・データを受信し、ユーザ・ビヘイビア・プロファイル（us
er behavior profile）を推測するビヘイビア・プロファイリング構成要素と、
　前記ユーザ・ビヘイビア・プロファイルに基づいて、前記モバイル通信デバイスのため
にフォーマットされた広告を選択し、前記選択された広告を前記モバイル通信デバイス上
で提示するために送信する広告配信構成要素と
　を備える装置。
【請求項４１】
　公衆交換電話網の宛先と通信する、前記モバイル通信デバイスの前記第１の通信機能と
のユーザ・インタラクションをリモートで監視する前記リモート使用モニタ、を更に備え
る請求項４０の装置。
【請求項４２】
　ワイヤレスデータパケットプロトコルの宛先と通信する、前記モバイル通信デバイスの
前記第２の通信機能とのユーザ・インタラクションをリモートで監視する前記リモート使
用モニタ、を更に備える請求項４１の装置。
【請求項４３】
　実行可能コンテンツをダウンロードするためにモバイル通信ネットワークオペレータと
通信する、前記モバイル通信デバイスの前記第２の通信機能とのユーザ・インタラクショ
ンをリモートで監視する前記リモート使用モニタ、を更に備える請求項４１の装置。
【請求項４４】
　ワイヤレスデータパケットプロトコルの宛先と通信する、前記モバイル通信デバイスの
前記第１の通信機能とのユーザ・インタラクションをリモートで監視する前記リモート使
用モニタ、を更に備える請求項４０の装置。
【請求項４５】
　実行可能コンテンツをダウンロードするためにモバイル通信ネットワークオペレータと
通信する、前記モバイル通信デバイスの前記第２の通信機能とのユーザ・インタラクショ
ンをリモートで監視する前記リモート使用モニタ、を更に備える請求項４４の装置。
【請求項４６】
　実行可能コンテンツをダウンロードするためにモバイル通信ネットワークオペレータと
通信する、前記モバイル通信デバイスの前記第１の通信機能とのユーザ・インタラクショ
ンをリモートで監視する前記リモート使用モニタ、を更に備える請求項４０の装置。
【請求項４７】
　前記広告に関連付けられたフリークエンシー（frequency）および時間の目標に従って
、前記広告を提示するように前記モバイル通信デバイスに指示する前記広告配信構成要素
、を更に備える請求項４０の装置。
【請求項４８】
　前記提示された広告とのユーザ・インタラクションをリモートで監視することによって
、ユーザ・ビヘイビア・プロファイルの改良を推測する前記リモート使用モニタ、を更に
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備える請求項４０の装置。
【請求項４９】
　開始された電話通話、モバイルブラウザ上でのキーワード検索、モバイルアプリケーシ
ョン上でのメディアコンテンツ選択、広告アクションの選択、またはネットワークデータ
パケットの宛先へのナビゲーション選択のうちの２つ以上として選択されたユーザ・イン
タラクションをリモートで監視する前記リモート使用モニタ、を更に備える請求項４０の
装置。
【請求項５０】
　第１のモバイルブラウザアプリケーション上でのキーワード検索の、前記モバイル通信
デバイスの前記第１の通信機能とのユーザ・インタラクションをリモートで監視し、第２
のモバイルブラウザアプリケーション上でのキーワード検索の、前記モバイル通信デバイ
スの前記第２の通信機能とのユーザ・インタラクションをリモートで監視する前記リモー
ト使用モニタ、を更に備える請求項４０の装置。
【発明の詳細な説明】
【米国特許法第１１９条に基づく優先権の主張】
【０００１】
　本特許出願は、本出願の譲受人に譲渡され、参照により本明細書に明示的に組み込まれ
る、２００８年２月１日に出願された“Keyword Tracking for Microtargeting of Mobil
e Advertising”と題する仮出願第６１／０２５，６４２号の優先権を主張する。
【背景技術】
【０００２】
　本明細書で開示する態様は、モバイル通信デバイス上で提示される広告を配信および追
跡する通信ネットワークに関し、より詳細には、モバイル通信デバイスのユーザに適切に
フォーマットされ時間調整された特定の広告をターゲットにし、追跡するための、モバイ
ル通信デバイスの集団と広告プラットフォームとの間のブリッジとして働く市場プラット
フォームを提供することに関する。
【０００３】
　長年の間、企業は、従来の手段によって、自社の製品をブランド化し、既存消費者を満
足させ、潜在的な新規消費者を獲得しようと試みてきた。広告が、新聞、雑誌、パンフレ
ット、会報、プレスリリースおよびビルボードのような印刷形態から、スポンサーシップ
、セミナー、ポイントオブセールおよびプロモーションのプログラムのようなイベント関
連のアクティビティになり、ラジオ、テレビジョン、ケーブルおよび最近では衛星ケーブ
ルのようなブロードキャストメディアになるにつれて、企業の発展は、より創造的でない
ときは直線的になり、より創造的なときは非直線的になることもあった。
【０００４】
　近年、以前は直接広告と称されていた新しい形態を用いて、個々の消費者をよりターゲ
ットにし、個々の消費者のためにより適合された広告が増えている。消費者の購買傾向、
トレンド、および予測将来習慣に関係する、特定の消費者データマイニング（consumer d
ata mining）を広告主にもたらすために、プル（pull）型キャンペーンおよびプッシュ（
push）型キャンペーンによって消費者と直接インタラクト（interact）し、広告をより測
定可能にするための新しい努力がなされている。マーケティングの独創性と組み合わせら
れた技術表現手段の進歩により、古いダイレクトメールマーケティングキャンペーンは、
テレマーケティング、ポイントオブセールキャンペーン、コンピュータプラットフォーム
、ならびにごく最近では通信ネットワークによる配信および測定を含む、新しい分野へと
拡大してきた。
【０００５】
　後者に関しては、おそらく、マーケティングの新しい世界における最大のプラットフォ
ームは、過去１０年における情報交換のための最大のプラットフォーム、すなわちインタ
ーネットである。いくつかの例を挙げれば、ブランド化されたウェブサイト、バナー広告
、ポップアップ広告、ターゲット電子メール、ポータルスポンサーシップのような方法に
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よって、広告主は、ターゲット層に注意を集中することができるようになった。いくつか
の例を挙げれば、サービスされたインプレッション、クリックスルーレート（ＣＴＲ：cl
ick-through rate）、コストパーアクション（ＣＰＡ：cost per action）、コストパー
クリック（ＣＰＣ：cost per click）、コストパーセール（ＣＰＳ：cost per sale）、
およびコストパーサウザンド（ＣＰＭ：cost per thousand）のような定義されたメトリ
ックおよび革新的な意味論（semantics）によって、広告主は、ターゲット広告の結果を
測定し、得られたパフォーマンス結果に対して料金を客観的に設定することができるよう
になった。これらの新しい進歩とともに、ビジネス、地理的要素、および統合通信ネット
ワークの性質がますます国際的になったため、広告は本質的に、ますますグローバルにな
っている。
【０００６】
　また、インターネット広告の拡大を可能にしたパーソナルコンピューティングの進歩（
たとえば、デスクトップおよびノートブックコンピュータならびにブロードバンドインタ
ーネットアクセス）とともに、技術の進歩により、より小さく、より強力なパーソナルコ
ンピューティングデバイスが生まれた。たとえば、現在、それぞれ小型で軽量な、ユーザ
が容易に持ち運べるポータブルワイヤレス電話、携帯情報端末（ＰＤＡ）およびページン
グデバイスなどのワイヤレスコンピューティングデバイスを含む様々なポータブルパーソ
ナルコンピューティングデバイスが存在する。コンピューティング技術の進歩とともに、
ソフトウェアアプリケーションのアレイを用いてプロビジョニングできる、多くのタイプ
の電子デバイス（「ユーザ機器」）が、消費者にますます提供されている。電子メール、
インターネットブラウズ、ゲームプレイ、アドレス帳、カレンダー、メディアプレーヤ、
電子ブック閲覧、ボイス通信、ディレクトリサービスなどの様々な機能が、ますます、選
択可能なアプリケーションになっており、これらのアプリケーションは、スマートフォン
、ポータブルゲーム機、またはハンドヘルドコンピュータなどの多機能デバイス上でロー
ドできる。
【０００７】
　これらの進歩があっても、モバイル通信デバイスは、汎用コンピューティングデバイス
より大きな、通信帯域幅、処理、およびユーザインターフェースの制約を有する傾向があ
る。たとえば、デバイスの小さいサイズによって、画面サイズ、利用可能なメモリおよび
ファイルシステム空間の量、入出力機能および処理機能の量がそれぞれ制限されることが
ある。そのような厳しいリソース制約のため、たとえば、そのようなリモートパーソナル
コンピューティングデバイス、たとえば、クライアントデバイス上に常駐するソフトウェ
アアプリケーションおよび他の情報の制限されたサイズおよび量を維持することが望まし
い。したがって、そのようなデバイスのためのコンピューティング・プラットフォームは
、特定の電話チップセットおよびユーザインターフェースハードウェア向けに最適化され
ることがある。
【０００８】
　広告をモバイル通信デバイスに拡大しようとする限定された試みは、一般に、インター
ネットブラウズのパラダイムに従ってきた。ユーザがモバイル通信デバイスを使用するこ
とをどのように選択するかの違いを鑑み、その制限を鑑みると、そのようなモバイルウェ
ブ広告は、広告主にとって量も質も不十分であった。特に、様々な使用および調整された
コンピューティング・プラットフォームにより、ユーザの選好および関心を特徴づけるこ
とに関する課題が生じている。
【発明の概要】
【０００９】
　以下で、開示するバージョンのいくつかの態様の基本的理解を与えるために、簡略化さ
れた概要が提示される。この概要は、包括的な概観ではなく、主要または重要な要素を識
別するものでも、そのようなバージョンの範囲を定めるものでもない。その目的は、後で
提示するより詳細な説明の導入として、説明するバージョンのいくつかの概念を簡略化さ
れた形態で提示することである。
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【００１０】
　１つまたは複数の態様およびその対応する開示に従って、モバイル通信デバイスの課題
に対処する使用監視に関して、様々な態様について説明する。具体的には、複数の通信機
能およびユーザインターフェース制限が、広告のいくつかのカテゴリに対するユーザの受
容性を予測するためにユーザを特徴づける機会に対する課題となっている。
【００１１】
　一態様では、方法が、広告コンテンツをモバイル通信デバイス上で提示する。モバイル
通信デバイスの第１の通信機能とのユーザ・インタラクションを監視する。第１の通信機
能とは別個に実行中の、モバイル通信デバイスの第２の通信機能とのユーザ・インタラク
ションを監視する。ユーザ・ビヘイビア・プロファイルを推測するために、ユーザ・イン
タラクション・データをネットワークに送信する。ユーザ・ビヘイビア・プロファイルに
基づいて選択される、モバイル通信デバイスのためにフォーマットされた広告を受信し、
モバイル通信デバイス上で提示する。
【００１２】
　別の態様では、少なくとも１つのプロセッサが広告コンテンツをモバイル通信デバイス
上で提示する。第１のモジュールが、モバイル通信デバイスの第１の通信機能とのユーザ
・インタラクションを監視する。第２のモジュールが、第１の通信機能とは別個に実行中
の、モバイル通信デバイスの第２の通信機能とのユーザ・インタラクションを監視する。
第３のモジュールが、ユーザ・ビヘイビア・プロファイルを推測するために、ユーザ・イ
ンタラクション・データをネットワークに送信する。第４のモジュールが、ユーザ・ビヘ
イビア・プロファイルに基づいて選択される、モバイル通信デバイスのためにフォーマッ
トされた広告を受信する。第５のモジュールが、広告をモバイル通信デバイス上で提示す
る。
【００１３】
　追加の態様では、コンピュータプログラム製品が広告コンテンツをモバイル通信デバイ
ス上で提示する。本コンピュータプログラム製品はコンピュータ読み取り可能な媒体を含
み、コンピュータ読み取り可能な媒体は、モバイル通信デバイスの第１の通信機能とのユ
ーザ・インタラクションを監視することと、第１の通信機能とは別個に実行中の、モバイ
ル通信デバイスの第２の通信機能とのユーザ・インタラクションを監視することと、ユー
ザ・ビヘイビア・プロファイルを推測するために、ユーザ・インタラクション・データを
ネットワークに送信することと、ユーザ・ビヘイビア・プロファイルに基づいて選択され
る、モバイル通信デバイスのためにフォーマットされた広告を受信することと、広告をモ
バイル通信デバイス上で提示することとをコンピュータに行わせるための少なくとも１つ
の命令を備える。
【００１４】
　別の追加の態様では、装置が広告コンテンツをモバイル通信デバイス上で提示する。モ
バイル通信デバイスの第１の通信機能とのユーザ・インタラクションを監視するための手
段を設ける。第１の通信機能とは別個に実行中の、モバイル通信デバイスの第２の通信機
能とのユーザ・インタラクションを監視するための手段を設ける。ユーザ・ビヘイビア・
プロファイルを推測するために、ユーザ・インタラクション・データをネットワークに送
信するための手段を設ける。ユーザ・ビヘイビア・プロファイルに基づいて選択される、
モバイル通信デバイスのためにフォーマットされた広告を受信するための手段を設ける。
広告をモバイル通信デバイス上で提示するための手段を設ける。
【００１５】
　さらなる態様では、装置が広告コンテンツをモバイル通信デバイス上で提示する。使用
モニタが、モバイル通信デバイスの第１の通信機能との、ユーザインターフェースに入力
されたユーザ・インタラクションを監視し、コンピューティング・プラットフォーム上で
第１の通信機能とは別個に実行中の、モバイル通信デバイスの第２の通信機能との、ユー
ザインターフェースに入力されたユーザ・インタラクションを監視する。ワイヤレス送信
機が、ユーザ・ビヘイビア・プロファイルを推測するために、ユーザ・インタラクション
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・データをネットワークに送信する。ワイヤレス受信機が、ユーザ・ビヘイビア・プロフ
ァイルに基づいて選択される、モバイル通信デバイスのためにフォーマットされた広告を
受信する。ユーザインターフェースが、広告をモバイル通信デバイス上で提示する。
【００１６】
　さらに他の一態様では、方法が、広告コンテンツをモバイル通信デバイス上で提示する
。モバイル通信デバイスの第１の通信機能とのユーザ・インタラクションをリモートで監
視する。第１の通信機能とは別個に実行中の、モバイル通信デバイスの第２の通信機能と
のユーザ・インタラクションをリモートで監視する。ネットワークへのユーザ・インタラ
クション・データを受信し、ユーザ・ビヘイビア・プロファイルを推測する。ユーザ・ビ
ヘイビア・プロファイルに基づいて、モバイル通信デバイスのためにフォーマットされた
広告を選択する。選択された広告を、モバイル通信デバイス上で提示するために送信する
。
【００１７】
　さらに別の態様では、少なくとも１つのプロセッサが、広告コンテンツをモバイル通信
デバイス上で提示する。あるモジュールが、モバイル通信デバイスの第１の通信機能との
ユーザ・インタラクションをリモートで監視する。あるモジュールが、第１の通信機能と
は別個に実行中の、モバイル通信デバイスの第２の通信機能とのユーザ・インタラクショ
ンをリモートで監視する。あるモジュールが、ネットワークへのユーザ・インタラクショ
ン・データを受信し、ユーザ・ビヘイビア・プロファイルを推測する。あるモジュールが
、ユーザ・ビヘイビア・プロファイルに基づいて、モバイル通信デバイスのためにフォー
マットされた広告を選択する。あるモジュールが、選択された広告を、モバイル通信デバ
イス上で提示するために送信する。
【００１８】
　さらに追加の態様では、コンピュータプログラム製品が、広告コンテンツをモバイル通
信デバイス上で提示する。本コンピュータプログラム製品は、コンピュータ読み取り可能
な媒体を含み、コンピュータ読み取り可能な媒体は、モバイル通信デバイスの第１の通信
機能とのユーザ・インタラクションをリモートで監視することと、第１の通信機能とは別
個に実行中の、モバイル通信デバイスの第２の通信機能とのユーザ・インタラクションを
リモートで監視することと、ネットワークへのユーザ・インタラクション・データを受信
し、ユーザ・ビヘイビア・プロファイルを推測することと、ユーザ・ビヘイビア・プロフ
ァイルに基づいて、モバイル通信デバイスのためにフォーマットされた広告を選択するこ
とと、選択された広告を、モバイル通信デバイス上で提示するために送信することとをコ
ンピュータに行わせるための少なくとも１つの命令を備える。
【００１９】
　さらに追加の態様では、装置が、広告コンテンツをモバイル通信デバイス上で提示する
。モバイル通信デバイスの第１の通信機能とのユーザ・インタラクションをリモートで監
視するための手段を設ける。第１の通信機能とは別個に実行中の、モバイル通信デバイス
の第２の通信機能とのユーザ・インタラクションをリモートで監視するための手段を設け
る。ネットワークへのユーザ・インタラクション・データを受信し、ユーザ・ビヘイビア
・プロファイルを推測するための手段を設ける。ユーザ・ビヘイビア・プロファイルに基
づいて、モバイル通信デバイスのためにフォーマットされた広告を選択するための手段を
設ける。選択された広告をモバイル通信デバイス上で提示するために送信するための手段
を設ける。
【００２０】
　またさらなる態様では、装置が、広告コンテンツをモバイル通信デバイス上で提示する
。ネットワーク通信構成要素がモバイル通信デバイスと通信する。リモート使用モニタが
、モバイル通信デバイスの第１の通信機能とのユーザ・インタラクションをリモートで監
視し、第１の通信機能とは別個に実行中の、モバイル通信デバイスの第２の通信機能との
ユーザ・インタラクションをリモートで監視する。ビヘイビア・プロファイリング構成要
素が、ユーザ・インタラクション・データを受信し、ユーザ・ビヘイビア・プロファイル
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を推測する。広告配信構成要素が、ユーザ・ビヘイビア・プロファイルに基づいて、モバ
イル通信デバイスのためにフォーマットされた広告を選択し、選択された広告をモバイル
通信デバイス上で提示するために送信する。
【００２１】
　上記および関連する目的を達成するために、１つまたは複数のバージョンは、以下で十
分に説明し、特に特許請求の範囲で指摘する特徴を備える。以下の説明および添付の図面
は、いくつかの例示的な態様を詳細に記載し、バージョンの原理が使用できる様々な方法
のほんのいくつかを示すものである。他の利点および新規の特徴は、図面とともに以下の
詳細な説明を検討すると明らかになり、開示するバージョンは、すべてのそのような態様
およびそれらの均等物を含むものとする。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】図１は、一態様による、マイクロ・ターゲッティングされた広告を実行するため
にモバイル通信デバイスとの様々なインタラクションにわたってユーザ・ビヘイビア・プ
ロファイルを特徴づけるための通信システムを示す図。
【図２】図２は、別の態様による、マイクロ・ターゲッティングされた広告を実行するた
めにモバイル通信デバイスとの様々なインタラクションにわたってユーザ・ビヘイビア・
プロファイルを特徴づけるための方法を示す図。
【図３】図３は、一態様による、エンドツーエンドのモバイル広告通信システムのブロッ
ク図。
【図４】図４は、別の態様による、エンドツーエンドのモバイル広告通信システムのモバ
イルデバイスと、市場プラットフォームと、広告プラットフォームとのタイミング図。
【図５】図５は、さらに別の態様による、例示的なエンドツーエンドのモバイル広告通信
システムの概略図。
【図６】図６は、さらに別の態様による、図５の通信システムのキャンペーン管理のため
の例示的なグラフィカルユーザインターフェースの図。
【図７】図７は、一態様による、図５のモバイル通信デバイスのブロック図。
【図８】図８は、別の態様による、図５の通信システムによって実行されるモバイル通信
デバイス広告のための方法のフロー図。
【図９】図９は、さらに別の態様による、エンドツーエンドのモバイル広告のための方法
のフロー図。
【図１０】図１０は、一態様による、図９の方法のロケーション情報に基づくビヘイビア
・プロファイリングのための方法のフロー図。
【図１１】図１１は、一態様による、図７の方法のリーチ・フリークエンシー・時間広告
のための方法のフロー図。
【図１２】図１２は、別の態様による、図７の方法のインターセプター・マイクロ・ター
ゲッティング広告のための方法のフロー図。
【図１３】図１３は、さらに別の態様による、図９の方法の時限クーポン広告のための方
法のフロー図。
【図１４】図１４は、一態様による、モバイル通信デバイスのためのアイコンアクション
を選択するための方法のフロー図。
【図１５】図１５は、一態様による、閲覧層の感知された人口統計に基づいて公に閲覧さ
れる広告を選択することのフロー図。
【図１６】図１６は、さらに別の態様による消費者間広告のフロー図。
【図１７】図１７は、一態様による、広告コンテンツをモバイル通信デバイスに配信する
ための、少なくとも１つのプロセッサによって実行されるコンピュータ読み取り可能な記
憶媒体中のモジュールを有するネットワーク配信デバイスのブロック図。
【図１８】図１８は、一態様による、広告を実装するための、少なくとも１つのプロセッ
サによって実行されるコンピュータ読み取り可能な記憶媒体中のモジュールを有するモバ
イル通信デバイスのブロック図。
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【発明を実施するための形態】
【００２３】
　マイクロ・ターゲッティングされた広告（micro-targeted advertisement）を選択する
ために、エンドツーエンド（end-to-end）モバイル広告システムが、モバイル通信デバイ
スに関するユーザ・ビヘイビア（user behavior）を特徴づける。具体的には、モバイル
アプリケーションにおける「キーワード」の使用がベースとして役立つか、またはユーザ
・ビヘイビア・プロファイル（user behavior profile）を増補することができる。監視
されたキーワードのタイプが、ダイヤルされた電話メッセージ、ダウンロードされたアプ
レット（applet）またはトリグレット（triglet）、選択されたＲＳＳフィード、および
ワイヤレスＷＡＰにおいて使用された検索語またはナビゲーションリンクなど、モバイル
通信デバイスの特定のユーザインターフェース制限および使用に対処する。市場プラット
フォームが、特定のスケジュールされたウィンドウ内での所望の顧客（「リーチ（reach
）」）と、提示の適切な数（「フリークエンシー（frequency）」）と、効果的な継続時
間（「時間（time）」）とについてネゴシエートされたタグに従って、モバイル通信デバ
イスに好適な提示のために必要なフォーマッティングを処理する。インプレッション広告
の場合でも、ビヘイビアの変化を確かめるためにユーザロケーションおよび／または通信
デバイスとのインタラクション（interaction）を監視することによって、有効性を測定
する。
【００２４】
　一態様によれば、ユーザ・ビヘイビア・プロファイルをより良く把握するために、ユー
ザモニタが、通信デバイスのローカルでもリモートでも、モバイル通信デバイスのコンピ
ューティング・プラットフォームにおいて別々に実行される様々な通信機能に応答するよ
うに動作可能である。したがって、キーワード特徴づけは、モバイルブラウザにおけるイ
ンターネット検索エンジン上でのキーワード検索のみに限定されるものではない。
【００２５】
　さらに、「例示的」という単語は、本明細書では、例、事例、または例示の働きをする
ことを意味するために使用される。「例示的」として本明細書で説明するいかなる態様ま
たは設計も、必ずしも他の態様または設計よりも好ましいまたは有利なものと解釈すべき
ではない。むしろ、例示的という単語の使用は、概念を具体的な形で提示するものである
。
【００２６】
　本装置および本方法は、ワイヤレス環境での使用に特に好適であるが、限定はしないが
、通信ネットワーク、インターネットなどの公衆ネットワーク、バーチャルプライベート
ネットワーク（ＶＰＮ）などのプライベートネットワーク、ローカルエリアネットワーク
、ワイドエリアネットワーク、長距離ネットワーク、または任意の他のタイプのデータ通
信ネットワークを含む、任意のタイプのネットワーク環境で適していることがある。
【００２７】
　次に、図面を参照しながら様々な態様について説明する。以下の記述では、説明の目的
で、１つまたは複数の態様の完全な理解を与えるために多数の具体的な詳細が記載される
。ただし、様々な態様は、これらの具体的な詳細なしに実施できることは明白であろう。
他の例では、これらのバージョンを簡潔に説明するために、よく知られている構造および
デバイスはブロック図の形態で示される。
【００２８】
　図１を参照すると、一態様によれば、通信システム１０が、モバイル通信デバイス１２
のコンピューティング・プラットフォーム１６上で実行される異なるモバイルアプリケー
ション１４、１５に及ぶなど、様々な通信機能１３にわたってモバイル通信デバイス１２
のユーザ１１によるキーワード使用をキャプチャする。
【００２９】
　代替的にまたは追加として、これらの通信機能１３は、キャリアオペレータ１８から実
行可能コンテンツ１７をダウンロードすること、公衆交換電話網（ＰＳＴＮ）２０上の宛
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先１９にアクセスすること、およびデータパケットネットワーク２２のリンクされたコン
テンツ２１にアクセスすることなど、異種通信チャネルを備えることができる。
【００３０】
　代替的にまたは追加として、これらの通信機能１３は、デュアル通信モジュール２３を
伴うことがあり、デュアル通信モジュール２３は、それぞれの別個のトランシーバ回路２
４、２５を利用して、それぞれ、セルラー通信チャネル２６を介してキャリアオペレータ
１８の無線アクセス技術（ＲＡＴ）２７に通信するか、またはワイヤレスデータパケット
エアインターフェース２８を介してデータパケットネットワーク（たとえば、公衆のまた
はプライベートなインターネット）３０の基地局２９に通信することができる。
【００３１】
　代替的にまたは追加として、これらの通信機能１３は、モバイルアプリケーション１４
、１５がユーザインターフェース３１への異なるタイプの入力を使用することをさらに伴
うことがあり、それらの入力の少なくとも一部は、特にモバイル通信デバイス１２上での
使用のために調整される。たとえば、ユーザは、典型的なウェブブラウザのＱＷＥＲＴＹ
キーボードとは著しく異なる、ユーザ入力のしやすい、デュアルトーンマルチフリークエ
ンシー（ＤＴＭＦ）、専用ボタンなど、フォーマッティングされた入力をキーパッド３２
に対して行うことができる。特に表示制限があるとすれば、ポインティングデバイス３３
も異なることがある。モバイルデバイスのフォーマッティングされた広告３５のアクショ
ンアイコン３４を選択することから、キーワード特徴づけ（keyword characterization）
を抽出することができる。アプリケーション選択ユーティリティ３６がキーワード情報を
与え得る。キーワード特徴づけは、異なる検索照会インターフェース３７、３８に及ぶこ
とがある。キーワード特徴づけは電話番号発呼インターフェース３９に基づくことがある
。キーワード特徴づけは、ワイヤレスアプリケーションプロトコル（ＷＡＰ）ブラウザ４
０上のナビゲートリンクに基づくことがある。キーワード特徴づけは、Really Simple Sy
ndication（RSS）フィード４１への加入に基づくことがある。
【００３２】
　これらの通信機能に及ぶ使用監視は、コンピューティング・プラットフォーム１６の使
用監視構成要素４２として示されるように、ローカルとすることができ、これは、ローカ
ルストレージ４４中のそのようなキーワード使用、またはキーワードを推測する基となる
ユーザ・インタラクション（user interaction）、およびログ使用を検出するために、オ
ペレーティングシステム４３への十分なフック（hook）を有する。したがって、一態様で
は、コンピューティングプラットフォーム１６上で実行される広告選択および追跡構成要
素４５が、適切な広告３５を要求することができる。
【００３３】
　別の態様では、市場プラットフォーム４６が、ネットワーク通信構成要素４７を用いて
、セルラー通信チャネル２６またはワイヤレスデータパケットエアインターフェース２８
のうちの少なくとも１つを介してモバイル通信デバイス１２にリモートで通信し、リモー
ト監視のための使用モニタ４８を含む。モバイルアプリケーション・インタラクション推
測データベース５０を使用して、市場プラットフォーム１６により、モバイル通信デバイ
ス１２からのデバイス識別子４９とともに報告されたユーザ・インタラクションを分析す
ることができる。たとえば、ビジネス電話番号を、関連するキーワードと相互参照させる
ことができる。別の例として、特定のニュース記事（たとえば、株式相場表示機、スポー
ツスコア、政治に関する見出しなど）を監視するためのモバイルアプリケーションを、キ
ーワードに関連付けることができる。
【００３４】
　ユーザ・ビヘイビア／人口統計プロファイリング構成要素５１が、加入者レコード５２
と相互参照されるユーザ・ビヘイビア／人口統計プロファイルを作成し、更新し、改良す
ることによって、広告のマイクロ・ターゲッティングを可能にする。それによって、それ
ぞれの広告主５５、５６のための広告キャンペーン５３、５４では、露出の合計継続時間
（時間（time））の間、指定回数（フリークエンシー（frequency））、広告を参照する
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特定のタイプのユーザ（リーチ（reach））を指定することができる。広告配信構成要素
５７が、該当する広告３５をモバイル通信デバイス１２に配信し、モバイル通信デバイス
１２は、広告選択および追跡構成要素４５を用いて、Ｒ－Ｆ－Ｔメトリックが満たされて
いることを追跡（track）する。市場プラットフォーム４６は追跡報告を周期的に受信し
、追跡報告は、市場プラットフォーム４６への適切なロイヤルティ料金を判断するモバイ
ルアプリケーション使用追跡構成要素５８によって処理される。
【００３５】
　図２、図４、および図８～図１６に、請求する主題による方法および／または流れ図を
示す。説明を簡単にするために、方法を一連の行為として図示し説明する。本発明は、図
示する行為によって、および／または行為の順序によって限定されないことを理解し、諒
解されたい。たとえば、行為は、本明細書で提示および説明していない様々な順序で、お
よび／または他の行為と同時に行われることがある。さらに、請求する主題による方法を
実装するために、図示のすべての行為が必要とされるわけではない。さらに、方法は、状
態図による一連の相互に関連する状態またはイベントとして代替的に表現できることを当
業者ならば理解し、諒解するであろう。さらに、以下および本明細書の全体にわたって開
示する方法は、そのような方法をコンピュータに移送および転送することを可能にする製
品に記憶することが可能であることをさらに諒解されたい。本明細書で使用する製品とい
う用語は、任意のコンピュータ読み取り可能なデバイス、キャリア、または媒体からアク
セス可能なコンピュータプログラムを包含するものとする。
【００３６】
　図２を参照すると、方法６０が、マイクロ・ターゲッティングされた広告を実行するた
めに、６１に示すように、モバイル通信デバイスとの様々なインタラクションにわたって
キーワード使用のログ記録に基づいて、ユーザ・ビヘイビア・プロファイルを特徴づけて
いる。一態様では、モバイル通信デバイス１２が、６２に示すように、キャリアオペレー
タ１８にウィジェット（widget）または他のモバイルアプリケーション（たとえば、トリ
グレット、アプレットなど）を要求し、６３に示すように、それをダウンロードするとき
に、キーワード使用が判断される。ウィジェット／モバイルアプリケーションのタイプに
より、ユーザの関心対象であるキーワードを推測することができる。さらに、６４に示す
ように、ユーザはウィジェット／モバイルアプリケーションを構成し、これはキーワード
のさらなるソースとなり得る。たとえば、ユーザは、関心対象の株、スポーツ、または関
心対象のチームなどを選択することができる。さらなる一例として、６５に示すように、
ウィジェット／モバイルアプリケーションは、６５に示すように、キーワードの更なるソ
ースとなり得るキャリアオペレータ１８からメディアコンテンツを要求し得る。
【００３７】
　別の態様では、６６に示すように、モバイル通信デバイス１２は、商品またはサービス
に関する電話通話をＰＳＴＮ２０に対して行い、その通話宛先はキーワードに関する推測
を与える。
【００３８】
　更なる態様では、６７に示すように、モバイル通信デバイス１２は、第１のモバイルア
プリケーションを使用して、テキストキーワードを使用してデータパケットネットワーク
２２のキーワード検索を実行する。６８に示すように、モバイル通信デバイス１２は、第
２のアプリケーションさらに使用して、キーワードに関連するデータパケットネットワー
ク２２上のサイトにナビゲートする。
【００３９】
　市場プラットフォーム４６は、６９、７０に示すように、広告主プラットフォーム５５
から広告キャンペーンを受信することによって、モバイル通信デバイス１２への広告のマ
イクロ・ターゲッティングのために準備する。７１に示すように、モバイル通信デバイス
１２の特定の構成のためにこれらの広告をフォーマットする。ブロック７２に示すように
、人口統計データなど、ユーザに関する何らかの情報にアクセスする。たとえば、ユーザ
のロケーションにより、地域制限を有する広告をターゲットとすることができる。７３に
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示すように、これらの一般広告をモバイル通信デバイス１２に配信し、７４に示すように
、モバイル通信デバイス１２はそれらの広告を提示する。
【００４０】
　広告とのユーザ・インタラクションは、広告に関連するキーワードの別のソースである
。７５に示すように、ユーザは、ＰＳＴＮ２０上の宛先へのクリックツーコールの（clic
k-to-call）ためのアクションアイコンを選択する。７６において提示される別の広告に
関して、７７に示すように、ユーザは、データパケットネットワーク２２上で利用可能な
クリックツーコンテンツ（click-to-content、たとえば、パンフレット、ウェブページな
ど）のためのアクションアイコンを選択する。７８において提示される別の広告に関して
、７９に示すように、ユーザは、識別および購買情報に影響を及ぼすキャリアオペレータ
１８によって可能にされるクリックツーバイ（click-to-buy）のためのアクションアイコ
ンを選択する。８０に示すように、複数のモバイルアプリケーション／通信チャネルにわ
たるキーワード使用ログ記録６１の様々なソースを市場プラットフォーム４６に報告する
。
【００４１】
　８１に示すように、市場プラットフォーム４６は、モバイルアプリケーションにわたる
キーワード使用を推測する。８２に示すように、ユーザ・ビヘイビア・プロファイルを更
新する。次いで、８３に示すように、割当てリーチ・フリークエンシー・時間メトリック
を用いて広告をマイクロ・ターゲッティングし、８４に示すように、その広告をモバイル
通信デバイス１２に配信する。８５に示すように、モバイル通信デバイス１２は、Ｒ－Ｆ
－Ｔメトリックに従って広告を提示する。
【００４２】
　図３を参照すると、一態様によれば、通信システム１００は、広告主の広告プラットフ
ォーム１０２のリーチを、モバイル通信デバイス１０４として示されているクライアント
デバイスの集団に拡大するためのエンドツーエンドのソリューションを広告主に提供する
が、モバイル通信デバイス１０４は、広告プラットフォーム１０２によって使用される他
の通信チャネルとは著しく異なるディスプレイ、通信帯域幅、およびユーザ・インタラク
ションを有する。市場プラットフォーム１０６は、広告プラットフォーム１０２とモバイ
ル通信デバイスとの間のインターフェースを与え、モバイル通信デバイス１０４の特定の
ニーズを処理する。たとえば、市場プラットフォーム１０６は、広告主が他の広告配信お
よび通信チャネル（たとえば、ウェブポータル）のために使用される１つの広告インベン
トリ（inventory）１１０を維持することができるように、広告プラットフォーム１０２
に代わって広告をフォーマットするフォーマッティング構成要素１０８を含む。したがっ
て、広告プラットフォームは、モバイル通信デバイス１０４の各構成（configuration）
１１２のための無数の提示制約について最新の状態を保つ必要はない。したがって、広告
は、特定のモバイル通信デバイス１０４のユーザインターフェース１１４に応じて適切な
インタラクション・オプションを用いた適切なレンダリングで提示できる。
【００４３】
　市場プラットフォーム１０６は、モバイルデバイス１０４の集団の「リーチ」を判断す
ることによって、広告主に付加価値を提供する。市場プラットフォーム１０６が広告の提
示のための機能を知っているだけでなく、ユーザインターフェース１１４を介して、およ
び／またはモバイル通信デバイス１０４のロケーション感知構成要素１１６によって、ユ
ーザのビヘイビア（たとえば、コール履歴、モバイル広告とのインタラクションなど）が
感知される。これらのビヘイビアの表示は、同じくモバイル通信デバイス１０４上にある
広告クライアント１１８によって報告される。それによって、市場プラットフォーム１０
６は、ビヘイビアおよび人口統計データをデータベース１２０に記憶することによって、
モバイル通信デバイス１０４に関する「疑わしい」人口統計データを超えることができる
。広告予測構成要素１２２は、このデータを分析して、モバイル通信デバイス１０４のユ
ーザについての直接感知されたまたは解釈されたビヘイビアを特徴づける。
【００４４】
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　モバイル通信デバイス１０４が追加の広告を必要とするとき、広告クライアント１１８
は要求を作成し、その要求は市場プラットフォーム１０６によって転送され、後者を達成
すると同時に、広告プラットフォーム１０２がモバイル通信デバイス１０４の特徴づけの
みを知るように、プライバシー構成要素１２４を用いて個人識別情報をフィルタ除去する
。代替的に、市場プラットフォーム１０６は、広告プラットフォーム１０２の広告インベ
ントリ１１０における様々な広告にアクセスでき、広告マイクロ・ターゲッティング構成
要素１２６を利用して、広告予測構成要素１２２によって維持される特徴づけに従って要
求元モバイル通信デバイス１０４のための適切な広告を選択する。モバイル通信デバイス
１０４は、ユーザインターフェース１１４上に広告を提示し、その使用を、広告クライア
ント１１８を介して市場プラットフォーム１０６に報告する。そのデータは、広告主が広
告キャンペーンの有効性を評価することができるように、広告プラットフォーム１０２に
適合するデータフォーマットに従って報告フォーマッティング構成要素１２８によって処
理され得る。特に市場プラットフォーム１０６に支払うべき支払いの額が広告追跡データ
に関係する場合、広告追跡データはまた、支払い請求構成要素１３０によって処理され得
る。ユーザが、提示された広告に関連する商品またはサービスを購買する希望を示す方法
でユーザインターフェース１１４とインタラクト（interact）した場合、市場プラットフ
ォーム１０６は、広告仲介販売構成要素１３２を与え、現在の支払い請求方法、認証方法
、およびプライバシーフィルタを活用して、広告プラットフォーム１０２とモバイル通信
デバイス１０４のユーザとの間のトランザクションを可能にする。
【００４５】
　広告へのリーチ、フリークエンシー、およびエクスポージャ（exposure）時間は、ユー
ザ１４０が複数のコンピューティング環境（たとえば、アプリケーション、デバイスなど
）にわたって同じ広告キャンペーンに露出される場合を取り込むように、拡大できる。た
とえば、ユーザ１４０は、複数のアプリケーション（たとえば、ワイヤレスアプリケーシ
ョンプロトコル（ＷＡＰ）ブラウザ、ゲーム機、通信デバイスメニューなど）を提示する
ことが可能なユーザインターフェース１１４をもつ１つのクライアントデバイス（たとえ
ば、モバイル通信デバイス１０４）とインタラクトする。代替的にまたは追加として、ユ
ーザ１４０は、市場プラットフォーム１０６に応答する広告クライアント１４６を同じく
有する別のクライアントデバイス１４４の第２のユーザインターフェース１４２とインタ
ラクトすることができる。市場プラットフォーム１０６の永続的リーチ・フリークエンシ
ー・時間追跡構成要素（persistent reach-frequency-time tracking component）１４８
は、モバイル通信デバイス１０４およびクライアントデバイス１４４に命令し、エクスポ
ージャ・メトリック（exposure metric）との部分的な適合に関する報告を受信して、い
つ広告ターゲットが満たされたかを判断する。
【００４６】
　そのような永続的リーチ・フリークエンシー・時間広告の一例は、ビヘイビア（たとえ
ば、モバイル通信デバイス１０４上のＷＡＰブラウザ上で実行された検索、スケートボー
ド・レクリエーションセンターへの頻繁な近接、応答形オプトインなど）に基づいて市場
プラットフォーム１０６がスケートボード・ファンであると判断した１４歳の少年ジョー
イである。スポーツシューズ製造業者は、スケートボード・イベントにおいてその製品の
使用を宣伝し、その広告を受信するジョーイのようなユーザの分類を選択した広告キャン
ペーンを行うことが出来る。特に、このキャンペーンは、適切な傾向の各受信者（すなわ
ち、リーチ）が、合計３０秒の継続時間（すなわち、時間）の間、少なくとも４回（すな
わち、フリークエンシー）広告を受信することを指定する。このエクスポージャ・メトリ
ックを満たす機会は、ジョーイが彼のモバイル通信デバイス１０４上でスケートボード・
ゲームをプレイすることを選択したとき、一部実現できる。また別のエクスポージャ時間
は、ジョーイが彼の株価を閲覧するために金融ウェブページにアクセスしたときに生じ得
る。広告を提示する別の機会は、初期起動時にユーザインターフェース１１４のホーム画
面を閲覧しているとき（これはジョーイがクライアントデバイス１０４を閲覧しているこ
とを暗示する）、生じ得る。
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【００４７】
　別の例として、若年成人クリスは、時々いくつかの異なるクライアントデバイス１０４
、１４４とインタラクトすることがあり、これらのデバイスは、グラフィカルユーザイン
ターフェースをもつパーソナルセルホン、ワイヤレス対応ポータブルゲーム機、大部分は
電子メールのために使用されるセルホン対応ハンドヘルドまたはタブレットデバイスなど
を含む。市場プラットフォーム１０６は、これらのデバイスの２つ以上（図示せず）に関
連付けられ、これにより、それらのデバイスの使用を同じユーザに関連付け、よって、選
択された広告キャンペーンに関連付けて、追加の機会を可能とし、広告への所要のフリー
クエンシーおよび／またはエクスポージャの継続時間を達成する。
【００４８】
　いくつかの適用例では、ユーザ１４０は、動的公衆広告（たとえば、アクティブなビル
ボード）を閲覧するなど、第２のクライアントデバイス１４４と受動的にインタラクトす
る。この受動インタラクションの判断は、モバイル通信デバイス１０４のロケーション感
知構成要素１１６からのロケーション・データを、クライアントデバイス１４４の感知さ
れたまたは所定のロケーションと相関させる永続的リーチ・フリークエンシー・時間追跡
構成要素１４８によって判断される。これは、ただ１人の、または数人の個人が動的広告
ディスプレイを見ることが可能な場合など、広告のマイクロ・ターゲッティングとするこ
とができる。代替的にまたは追加として、動的公衆広告プラットフォームは、ハイウェイ
のそばで、または人が多い歩行者用道路でなど、より大きい集団によって同時に閲覧され
る大きい動的ディスプレイとすることができる。提示される広告を動的に変化させるため
の収入最適化システムは、閲覧者の一部、多数、または全部の現在の人口統計および／ま
たはビヘイビア・プロファイリング特徴づけに関するフィードバックから利益を得ること
ができる。したがって、一般に適用可能なソフトドリンク広告を、提示されるデフォルト
広告とすることがある。
【００４９】
　たとえば、製薬または医療デバイス製造業者が進んで１人当たり割増広告レートを支払
う対象の会議または病院の近接度により、２０人のユーザがある医学専門分野の専門家と
しての分類を有するものとして検出されたとき、広告イベントがトリガされる。別の例と
して、スポーツイベントが終了し、次いで、多数のスポーツファンが去る。ファンの圧倒
的な数により、最適な収入を生成する広告は、１人当たりの割増金はより低いが、全体的
な価値はより大きい広告へと変化する。この最適化では、集団の移動の相対速度をさらに
考慮に入れて、追加の広告時間を販売する機会とのバランスがとれた効果的な露出を提供
するための方法で広告を変化させることができる。
【００５０】
　広告を提示するための機会について、クライアントデバイス１０４上の様々なアプリケ
ーションのコンピューティング環境にわたる監視、さらには他のクライアントデバイス１
４４に対する監視をさらに活用して、市場プラットフォーム１０６に報告するためのユー
ザ・ビヘイビアをキャプチャすることができる。たとえば、ユーザ１４０が、ＷＡＰブラ
ウザ検索エンジンにキーワードを入力し、それがキャプチャされる。ポータルウェブペー
ジ上に与えられるナビゲートリンク、追跡され得る。ダウンロードおよび使用について、
メディアコンテンツ、ゲームコンテンツ、ユーティリティ・アプリケーションの選択が、
追跡され得る。モバイル通信デバイス１０４の集団に非ターゲット様式で送信される広告
のいくつかのクラスとのインタラクションに留意することができる。許される範囲内で、
あるビジネス・エンティティとの通信（たとえば、電話通話）がキャプチャされ得る。し
たがって、いくつかのモバイル通信デバイス１０４によって与えられるユニークなインタ
ラクション形態により、ターゲットマイクロ広告のためのユーザのビヘイビア・プロファ
イリングを向上させることができる。そのようなキーワード特徴づけの調整または制御は
、広告クライアント１１８および１４６によって与えられる機能を用いてクロスプラット
フォーム検索モニタ１５０において実行できる。
【００５１】
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　広告に対する応答のユーザの選択に基づいて活性化され、ユーザインターフェース１１
４とともに使用され、アイコンによって表される、複数のアクション、特に、モバイル通
信デバイス１０４によって利用可能になる通信機能によって可能になる複数のアクション
によって、デバイスＵＩにさらなる拡張を与えることができる。代替的にまたは追加とし
て、それらのアクションは、広告主の選好に基づいて選択され得る。代替的にまたは追加
として、それらのアクションは、市場プラットフォーム１０６のための収入を生成するた
めの性向に基づいて選択され得る。
【００５２】
　市場プラットフォーム１０６は、選択的広告アクションユーティリティ１５２を利用し
て、そのようなアクションおよびアイコンおよび機能を、モバイル通信デバイス１０４に
配信される広告に組み込むことができる。たとえば、ある広告主は、ウェブサイト、電話
カスタマーサービス番号、電子メール応答、ショートメッセージ・サービス（ＳＭＳ）テ
キスト応答、クリックツーバイ（click-to-buy）・ショッピングカート・インターフェー
ス（たとえば、モバイル通信デバイス１０４のユーザとの、オペレータの支払い請求契約
によって処理された支払いおよび出荷情報）へとユーザを駆り立てることを望む。アイコ
ンまたは他の手段によって表されるクリックツークーポン（click-to-coupon）・アクシ
ョンにより、モバイル通信デバイス１０４自体が、手で運ぶ「クーポン」として働くこと
ができるようになり、あるいは、小売業者が受け入れるための、またはユーザがオンライ
ンで入力するための、引替えコードまたはレンダリングされたバーコードを提示する。ク
リックツープロモーション（click-to-promotion）・アクションにより、市場プラットフ
ォーム１０６は、選択的にユーザの特定のクラス、あるいは個人のユーザを割引のターゲ
ットにすることができるようになる。
【００５３】
　広告との様々な種類のインタラクションが、広告主にとって様々な価値を有する傾向が
あるので、提示されるアクションの選択は、優先順位の降順で行われるか、または市場プ
ラットフォーム１０６への異なる報酬値を生じることがある。たとえば、クリックツーバ
イ・アクションが最も高い価値を有することがあるが、これは、モバイル通信デバイス１
０６を用いた契約上の取決めの場合、不適当であることがあり（たとえば、未成年の青年
など）、またはそのタイプの広告（たとえば、サービスのためのインプレッション広告な
ど）について適していないことがある。セカンド・ティア（second tier）を、広告主と
の直接接触（たとえば、クリックツーコール、クリックツー電子メール（click-to-email
）、またはクリックツーテキスト（click-to-text）など）とすることができる。より低
いティアを、少しの関心のみを示すインタラクション（たとえば、クリックツーロケート
（click-to-locate）、クリックツーコンテンツ、クリックツー保存（click-to-save、広
告またはクーポン）など）とすることができる。
【００５４】
　ユーザのプライバシーは、広告プラットフォーム１０２とユーザ１４０の間に市場プラ
ットフォーム１０６を置くことにとって有益であるが、いくつかの適用例では、消費者間
広告機能が、通信システム１００によって可能とされ得る。市場プラットフォーム１０６
は、ダイレクトマーケティングキャンペーンをオプトインする可能性があるユーザ１４０
に広告主を紹介するブローカーとして働くことができる。別の例として、個人または団体
（「信頼できるエンティティ」）１５４が、ダイレクトマーケティング機能へのアクセス
を可能にするコードまたはパスワードなどの受信人許可の表示１５６を得ることができる
。たとえば、専門の団体が、その組織に関する契約上の許可を登録によって得て、そのメ
ンバーへの直接広告に関して市場プラットフォーム１０６とネゴシエートすることができ
、セミナーへの登録の容認を可能にすることなどを行う。別の例として、ある友人が、仲
間内で顕著に表示されるように誕生日広告をスケジュールして、しかも多くのボイスメー
ルを残すという不便なしに、他のメッセージフォーマットよりも気づかれる可能性を高く
することができる。さらに別の例として、ある広告主が、ある航空会社の非常に常連の旅
客など、特別なステータスにある何人かのユーザにのみ、進んで特別割引を与える。その
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ような個人に対して、そのような申し出を広く利用可能にすることなしに、ターゲッティ
ングされたクリックツークーポンを、広告主が区別するように選択した人々に送信するこ
とができる。
【００５５】
　図４には、一態様による、モバイル通信デバイス１０４と市場プラットフォーム１０６
と広告プラットフォーム１０２との間のインタラクションによる、エンドツーエンドのモ
バイル広告のための方法２００が示されている。ユーザ１４０は、モバイルである必要は
ないクライアントデバイス１４４をも利用することができ、市場プラットフォーム１０６
は、いくつかの適用例では、これらの通信ステップのうちのいくつかを、デバイス１０４
とデバイス１４４のいずれかまたは両方と調整することを諒解されたい。ブロック２０２
において、市場プラットフォーム１０６は人口統計データのコレクション（collection）
を処理することによって開始する。そのようなデータは、値を有するが、ユーザがいくつ
かの理由で正確または完全な自己評価を常に与えるわけではないという点で「疑わしい」
と示される。２０４において、この人口統計データは、モバイル通信デバイス１０４によ
って市場プラットフォーム１０６に与えられるロケーション・リポーティング（location
 reporting）によって増補（augment）される。このロケーション・データは、そこから
通信が発信する現在のセルまたはワイヤレスノードを仮定すれば、近似的とすることがで
きる。このロケーション・データは、モバイル通信デバイス１０４に組み込まれた全地球
測位システム（ＧＰＳ）エンジンから正確に決定でき、特定の物理的アドレスに対してユ
ーザのロケーションを識別するために十分に正確である。さらに、２０６において、報告
として示される、コール・アクティビティがユーザ・ビヘイビアを与える。ブロック２０
８において、この収集されたユーザ・ビヘイビア・データをビヘイビア・プロファイリン
グのために分析する。本明細書で使用する場合、ビヘイビア・プロファイルは、人口統計
変数、ビヘイビア変数、およびＩＡＯ変数（たとえば、関心（interests）、態度（attit
udes）、および意見（opinions））に役立つ他の情報を包含するが、本明細書の態様に一
致するいくつかの適用例は、そのような変数のサブセットに限定されることがあることを
諒解されたい。
【００５６】
　ブロック２１０において、市場プラットフォーム１０６は、モバイル通信デバイス１０
４の広告市場の予測を実行する。たとえば、現在の広告使用および全体的なモバイル通信
デバイス１０４の使用を、ビヘイビア・プロファイリングに基づいて特定の広告主から利
益を得る、モバイル通信デバイス１０４の何人かのユーザの性向と組み合わせることがで
きる。２１２に示すように、この広告予測は、広告キャンペーンを広告プラットフォーム
１０２とネゴシエートするためのベースとして役立つことができる。キャンペーンは、リ
ーチ（たとえば、ビヘイビア・プロファイルに基づいて商品またはサービスに対して高い
相関をもつモバイル通信デバイス１０４のユーザのサブセット）、各ユーザへの広告提示
のフリークエンシー、選択されたユーザごとの広告の累積閲覧時間、および／または競合
者または広告主のビジネス・ロケーションの近位のユーザに対するロケーション制限に関
して定義できる。広告キャンペーンは、開始時間および／または終了時間についての制限
をもつ特定のカレンダースケジュールに制約されることがある。スケジュール制約は、デ
ィナータイムの近くにレストランを訪問するかまたはコンサートに参加するように促され
るであろう人々など、特定の時間にアクティブであるユーザに焦点を当てるキャンペーン
のための時刻スケジュール制限を備えることもできる。市場プラットフォーム１０６は、
広告主が有効性を判断するための貴重なフィードバックツールとして役立つことができる
広告使用の追跡を行うこともできる。また、追跡は、市場プラットフォーム１０６のエン
ドツーエンドのモバイル広告サービスを評価するためのベースとして役立つことができる
。
【００５７】
　広告キャンペーンを設定して、２１４において、モバイル通信デバイス１０４が、追加
の広告が必要であることを市場プラットフォーム１０６にシグナリングすると、２１６に
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おいて、市場プラットフォーム１０６は、広告プラットフォームにシングルフォーマット
（single-format）広告を要求する。２１８において、広告プラットフォーム１０２はシ
ングルフォーマット広告を与える。
【００５８】
　ブロック２２０において、市場プラットフォーム１０６は、１つまたは複数の広告を、
要求元モバイル通信デバイス１０４に適したフォーマットにフォーマッティングする。市
場プラットフォーム１０６は、適切なビヘイビア・プロファイルを有すると考えられるモ
バイル通信デバイス１０４に広告をマイクロ・ターゲッティングする。フォーマッティン
グの一部は、広告キャンペーンのためにネゴシエートされた条件（terms）に従ってメト
リックにタグ付けすることを含む。これらのタグの例には、提示のフリークエンシー、提
示の継続時間、スケジュールウィンドウ、ロケーション制約などがある。２２２において
、カスタムフォーマットされた広告が、市場プラットフォーム１０６からモバイル通信デ
バイス１０４に送信される。
【００５９】
　２２４において、モバイル通信デバイス１０４は、タグ付けされたメトリックに従って
広告を提示する。２２６に示すように、モバイル通信デバイス１０４による広告使用の追
跡は、市場プラットフォーム１０６に間欠的に報告される。さらに、２２８に示すように
、いくつかの態様はロケーション・リポーティング（location reporting）を含む。この
広告およびロケーションの追跡を用いて、市場プラットフォーム１０６は、インプレッシ
ョン広告の成功または失敗を推測するために、広告提示を、監視されたロケーション（た
とえば、競合者、広告主のビジネス・ロケーションなど）のデータベースに対するユーザ
のロケーションと相関させる。２３２に示すように、モバイル通信デバイス１０４は、い
くつかの態様では、ユーザによって直接ダイヤルされるか、またはモバイル通信デバイス
１０４の「クリックツーダイヤル（click-to-dial）」機能を使用することによって自動
的にダイヤルされるなどのコール・アクティビティを報告する。いくつかの態様では、２
３４において、モバイル通信デバイス１０４は、広告インタラクション・アクティビティ
（たとえば、ユーザが広告を将来検討するために保存する「クリックツークリップ（clic
k-to-clip）」、広告または広告のより詳細なバージョンを閲覧するためにウィンドウを
起動する「クリックツーグランス（click-to-glance）」、ユーザを広告主のロケーショ
ンに案内する「クリックツーロケート（click-to-locate）」など）を報告することがで
きる。
【００６０】
　タグ付けされたメトリックは、追跡されるべきビヘイビアに向かってユーザを導く情報
またはアクティブコンテンツを与えることによって、ユーザ・ビヘイビアを可能にするこ
とができる。いくつかの例では、広告主は、いくつかの種類のユーザ・ビヘイビアのみを
追跡すべきか、または、効果的な広告を示すものとしていくつかのビヘイビアをより重く
重み付けすることを規定することができる。たとえば、クリックツーロケート・アクショ
ンは、クリックツー保存よりも強い指示とすることができ、クリックツー保存は、必ずし
も広告ビジネスを訪問することの証明ではないロケーション近接度よりも強い指示とする
ことができる。
【００６１】
　２３６において、報告された使用データに基づいて、市場プラットフォーム１０６は、
広告とのいくつかの種類のユーザ・インタラクションに基づいて、広告プラットフォーム
１０２とともに仲介販売を実行する機会を有することができる。２３８において、報告さ
れた使用データに基づいて、市場プラットフォーム１０６は、非個人化広告追跡データ（
depersonalized advertisement tracking data）を広告プラットフォーム１０２に報告す
ることができる。この非個人化は、広告主の関心対象であるデータに適合するフォーマッ
トに、データを要約することができる。非個人化は、ユーザプライバシーを保持するため
に、個人識別情報を、広告の消費者の分類に置き換え得る。２４０において、市場プラッ
トフォーム１０６は、使用の追跡に対応する未払金額に基づくなど、広告支払い請求を報
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告することができる。
【００６２】
　図５において、例示的な通信システム３００は、一実装形態によれば、広告主／代理店
広告サービングプラットフォーム３０４と、オペレータおよびパブリッシャ３０６と、モ
バイル通信デバイス３０８の集団との間でインターフェースするモバイル広告プラットフ
ォーム３０２から利益を得る。特定のユーザ１４０（図３）は、いくつかの広告目的を達
成するために、モバイル広告プラットフォーム３０２によって調整できる２つ以上のモバ
イル通信デバイス３０８を使用することができることを諒解されたい。ユーザはまた、動
的公衆広告ディスプレイ（たとえば、ビルボード、テレビジョン、コンピュータワークス
テーション、待合室ディスプレイ、公共輸送機関の看板など）３０９として示される固定
クライアントデバイスとインタラクトすることができる。モバイル通信デバイス３０８は
、そのタイプの固定クライアントデバイス３０９に関係するときに広告への露出を示すこ
とがあるユーザ・インタラクションの指示（たとえば、移動のパターンなど）を与える。
たとえば、大きいディスプレイへの移動は、広告を見る可能性があることを示す。広告サ
ービングプラットフォーム（advertising serving platforms）３０４は、オペレータ広
告販売３１０、モバイル広告販売３１２、インターネット広告販売３１４、および／また
はパブリッシャ広告販売３１６などを備えることができ、その特定の通信プロトコルは、
モバイル広告プラットフォーム３０２と通信する広告販売／代理店／広告主インターフェ
ース３１８によって適応される。いくつかの態様では、オペレータ（たとえば、ワイヤレ
ス／セルラーキャリア）３０６は、オペレータ／パブリッシャインターフェース３２０を
介してモバイル広告プラットフォーム３０２と通信することによってモバイル通信デバイ
ス３０８の利用可能な集団を推定するのを支援することや、支払い請求などの機能を実行
することができる。モバイル広告プラットフォーム３０２は、管理者が適切なフォーマッ
ティングおよびメトリックのタグ付けを選択できるようにするキャンペーン管理構成要素
３２２を含む。このキャンペーン管理３２２は、アクション管理ユーティリティ３２３を
さらに含むことができ、アクション管理ユーティリティ３２３は、モバイル通信デバイス
によって与えられる通信オプションのタイプを示唆するアクションのためのアイコンを選
択するのを支援し、（たとえば、電子メール、直接購買、コール、テキストメッセージ、
保存、コンテンツへのナビゲートなどの）アクションのためのワークフロー呼出しコマン
ドおよびパラメータを定義し、ならびに、広告主に適した、および／または収入生成の可
能性のために市場広告プラットフォーム３０２によって好まれるオプションを促すのを支
援する。
【００６３】
　図６において、例示的なグラフィカルユーザインターフェース３２４は、一態様によれ
ば、総合ウィンドウ３２６を含み、総合ウィンドウ３２６は、キャンペーン識別情報入力
フィールド３２８（たとえば、91 4081 9034）、キャンペーン名称入力フィールド３３０
（たとえば、Martinキャンペーン）、キャンペーンステータス・プルダウンメニュー３３
２（たとえば、計画中）、クリックツーアクション・リンク３３４（すなわち、uniform 
resource locator (URL)、たとえば、http://news.bbc.co.uk）、キャンペーン説明入力
フィールド３３６（たとえば、クリックツーアクション－ＢＢＣワールドニュースチャン
ネルのストリーミングを聴取する）、キャンペーン目標入力フィールド３３８（たとえば
、ターゲット層、ビヘイビア・プロファイリングカテゴリＫ、Ｔ、ＡＡ、フリークエンシ
ー５、継続時間４５秒）、およびカテゴリ・プルダウンメニュー３４０（たとえば、芸術
および文化－芸術（一般））にユーザが入力することを可能にする。
【００６４】
　例示的なバージョンでは、両方のモバイル通信デバイス３０８はＢＲＥＷ（登録商標）
対応である。カリフォルニア州サンディエゴのＱＵＡＬＣＯＭＭ社によって開発されたBi
nary Runtime Environment for Wireless（登録商標）（ＢＲＥＷ）ソフトウェアは、ワ
イヤレスセルラー電話などのコンピューティングデバイスのオペレーティングシステム上
に存在する。ＢＲＥＷは、コンピューティングデバイス上で見られる特定のハードウェア
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機能にインターフェースのセットを与えることができる。したがって、クリックツーアク
ション・リンク３３４は、ＢＲＥＷ「クリックＵＲＬ」、またはユーザが広告とインタラ
クトすることができる方法に関する他の命令（たとえば、クリックツークリップ、クリッ
クツーコール、クリックツーグランスなど）を含むことができる。
【００６５】
　グラフィカルユーザインターフェース３２４はまた、特定のチップセット、ハードウェ
ア、および／またはソフトウェア構成とともに動作するモバイル構成デバイス３０８のサ
ブセットに固有の構成を与える。例示的なウィンドウ３４２では、ユーザは、幅８８ピク
セル×高さ１８ピクセルとして定義されたモバイル広告サイズ８８を選択した。画像選択
フィールド３４４は、手動でリサイズされているか、または自動的にクロップされ、縮小
され、および／またはウィンドウ３４２によってカラーパレットが変更されている、広告
主によって与えられた画像などの画像をキャンペーン管理者が選択できるようにする。追
加のテキスト入力フィールド３４６は、モバイル通信デバイス３０８のこの構成に固有で
あるこの広告とインタラクトする方法を表示するための命令などに使用できる。テキスト
位置プルダウンメニュー３４８は、この追加のテキストを配置するか、またはこの例に与
えられているようにそれを完全に省略することができる。
【００６６】
　図５に戻ると、キャンペーン管理構成要素３２２からのカスタマイズされた広告は、リ
アルタイム・インベントリ・データベース３５０に記憶される。一実装形態によれば、オ
ペレータ／パブリッシャ３０６によって与えられたデータは、データベース３５０に記憶
された予測データとともにインベントリ予測構成要素３５１によって処理され得る。ター
ゲッティングおよび広告選択構成要素３５２は、モバイル通信デバイス３０８からの広告
要求を、インベントリデータベース３５０中のカスタマイズされた広告と一致させる。そ
のようなターゲッティングは、固定クライアントデバイス３０９の広告ディスプレイ３５
５を選択する公衆広告構成要素３５３を備えることができる。その選択は、固定クライア
ントデバイス３０９の近傍へのモバイル通信デバイス３０８の移動が検出されたユーザ１
４０（図３）の受動インタラクションに基づいて行うことができる。
【００６７】
　通信プロトコルおよび広告フォーマットは、モバイル通信デバイス３０８に対してマル
チフォーマット広告サービング構成要素３５４によって変換される。例示的な態様では、
ｕｉＯｎｅデリバリーシステム（ＵＤＳ）３５８のTrigletサービスアダプタ（ＴＳＡ）
３５６がマルチフォーマット広告サービング機能を実行する。ＢＲＥＷプラットフォーム
の一部としてＱＵＡＬＣＯＭＭ社によって開発されたｕｉＯｎｅ（商標）アーキテクチャ
は、リッチでカスタマイズ可能なＵＩ（すなわち、アクティブコンテンツ、無線（ＯＴＡ
）でアップグレード可能）の迅速な開発を可能にするＢＲＥＷ拡張のセットを与え、アプ
リケーションを超えてダウンロードビジネスを発展させるのに役立ち、部分または全体の
ハンドセットＵＩのテーマ構成を行い、ＢＲＥＷ ＵＩウィジェットを利用する。したが
って、ＢＲＥＷ ｕｉＯｎｅは、ハンドセット、キャリアのカスタマイゼーション、およ
び消費者個人化のための製品化までの時間を低減する。これを行うために、ＢＲＥＷ ｕ
ｉＯｎｅは、アブストラクションの明確なセットを与え、ＢＲＥＷのアプリケーション開
発スタックに２つの新しいレイヤを追加する。ｕｉＯｎｅデリバリーシステム３５８を使
用して、無線でモバイルユーザインターフェース（ＵＩ）３６０を更新する。このデリバ
リーシステム３５８はスタンドアロン様式で展開でき、オペレータが自身のデリバリーシ
ステムの機能を活用できるようにする。ｕｉＯｎｅデリバリーシステム３５８を用いてｕ
ｉＯｎｅアーキテクチャを展開することによって、特にＢＲＥＷソリューションの他の要
素（たとえば、オペレータが適切なインフラストラクチャをまだ有していないときの、ダ
ウンロード可能なＵＩパッケージの収益化および支払い請求）とともに展開したとき、さ
らなる利益を実現することができる。
【００６８】
　ＢＲＥＷプラットフォーム、ｕｉＯｎｅアーキテクチャの組込みなどは例示的なもので
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あり、本明細書の態様に一致する適用例は、他のコンピューティング環境、モバイルオペ
レーティングシステム、ユーザインターフェース、および通信プロトコルを採用すること
ができることを、本開示の利益とともに諒解されたい。たとえば、ユーザインターフェー
ス３６０は、ＪＡＶＡ（登録商標）アプレットおよび動作環境を採用することができる。
【００６９】
　よって、例示的なバージョンに構成されたモバイルユーザインターフェース３６０は、
タブＡ３６２およびタブＢ３６４（たとえば、クリップされた広告サブフォルダを含むこ
とができる「ｍｙｓｔｕｆｆ」）を含む。図示のタブＡ３６２を選択すると、選択された
ゲームショッピングオプション３６６、アプリケーション（「ａｐｐｓ」）ショッピング
オプション３６８、テーマショッピングオプション３７０、ショッピング検索オプション
３７２などのオプションが示される。広告バナー広告３７４は、ダイヤルトーン・マルチ
フリークエンシー（ＤＴＭＦ）キーパッド３７８、専用広告インタラクション・ボタン（
たとえば、クリップ）３８０、ならびにおそらくステアリングボタン３８４および選択ボ
タン３８６とともに使用される、追加の広告オプションに達するメニューボタン３８２を
使用するなど、ユーザが広告３７４とインタラクトすることができる方法について説明す
る追加のテキスト３７６（たとえば、「＃１ツークリップ、＃２ツーコール」）とともに
表示される。終了ボタン３８８は、メニューシーケンスからのバッキングを可能にする。
広告バナー３７４はまた、インタラクションが実行することを図式的に伝達し、ならびに
アクションを可能にする、１つまたは複数のアイコン３７５を組み込むことができる。代
替的に、アイコンは、メニューまたはアイコン・バーまたは他のプラットフォームまたは
実装形態固有の方法の範囲内で提示できる。
【００７０】
　モバイル通信デバイス３０８は、広告キャッシュ３９０、広告追跡構成要素３９２、コ
ンテキスト・ターゲティング構成要素３９４、ロケーション監視およびリポーティング構
成要素３９６、ならびに広告クライアント３９８など、広告３７４とのユーザ・インタラ
クションをサポートし、監視するように動作する機能を与え、それは例示的なバージョン
ではＢＲＥＷ拡張である。ロケーション監視およびリポーティング構成要素３９６は、全
地球測位システム（ＧＰＳ）４００からロケーションを導出することができる。代替的に
、無線周波数識別システム、ワイヤレスアクセスポイント、セルラー方向探知などは、Ｇ
ＰＳ受信から一時的に遮蔽されているか、または固有のロケーション感知機能がないモバ
イル通信デバイスに関する近似ロケーション情報を与えることができる。固定クライアン
トデバイス３０９は、感知された値ではなく、モバイル広告プラットフォーム３０２によ
ってアクセスされる所定のロケーション値４０１を有することができる。このロケーショ
ン情報は、受動インタラクションがモバイル広告プラットフォーム３０２の公衆広告構成
要素３５３によって推測される、公衆広告のために利用できる。
【００７１】
　モバイル広告プラットフォーム３０２は、リアルタイム・インベントリ・データベース
３５０中に、モバイル通信デバイス３０８から受信されたデータを記憶する。リポーティ
ングおよび分析構成要素４０２は、データベース３５０から受信され、広告追跡識別子フ
ィルタ４０４によって個人識別情報からフィルタ処理されるデータを要約して、フィルタ
処理して、フォーマットする。処理されたデータは、請求書を広告サービングプラットフ
ォーム３０４に送信する支払い請求構成要素４０６によって、および／または、オペレー
タおよびパブリッシャ３０６とインタラクトする決済構成要素４０８によって使用される
。
【００７２】
　図６に戻ると、ウィンドウ３４２は、そのタイプのモバイル通信デバイス３０８の機能
に適した、広告主によって可能にされる通信方法（たとえば、テキストメッセージング、
電子メールを送ること、ウェブページ、電話通話など）に適した、および／または市場広
告プラットフォーム３０２のための収入生成の可能性にとって最適な、広告アクションお
よびアイコン選択を可能にすることができる。複数のバナーサイズの選択ラジオボタンお
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よび記述４１０は、画像選択フィールド３４４中の選択されたバナー４１２のレンダリン
グを変更して、特定のタイプのモバイル通信デバイス３０８に適するようにすることがで
きる。
【００７３】
　割り当てられたアイコンによって表される様々なアクションは、組込みのために、ドラ
ッグアンドドロップによって、または選択することによってなどで選択できる。いくつか
の適用例では、総合ウィンドウ３２６で定義された対応するアクション情報を有しないな
ど、特定の広告に適さない場合、または、そのタイプのモバイル通信デバイス３０８上で
利用可能でない場合、それらのアクションアイコンは使用不能になる（たとえば、グレー
表示される）。図示されていないが、モバイル通信デバイス３０８によってサポートされ
る場合、選択は複数のアクションを広告に追加できるようにすることができる。代替的に
または追加として、複数の選択が利用可能なときに好まれるアクション選択の階層を、表
示される第１の選択として指定し得る。特定のモバイル通信デバイス３０８上に実際表示
されるアクションアイコンは、ユーザの契約上の関係またはローカルアクセスネットワー
ク上の制限に適応するように動的に変更できる。たとえば、ユーザがショートメッセージ
・サービスの代金を支払っていないことや、または、サービスがあるロケールにおいて利
用可能でないことがある。
【００７４】
　機能を示唆し、ならびに広告の広範囲のインタラクションの可能性を与えるアクション
アイコンの例には、限定はしないが、以下のものがある。（１）クリックツーコール（cl
ick-to-call）・アイコン４２０は、発呼を促進するために、広告主によって指定された
番号にダイヤルする。（２）クリックツーＷＡＰ（ワイヤレス・アプリケーション・プロ
トコル）アイコン４２２は、ブラウザを起動し、ユーザが広告バナー４１２上で与えられ
たリンクを手動でタイプできるようにする。（３）クリックツーランディング（click-to
-landing）・アイコン４２４は、ブラウザが前のページまたはホーム・ページに戻ること
ができるようにし、これは、制限されたスループットワイヤレスチャネルを使用したモバ
イル通信デバイス３０８の低速ページローディングのために望まれることがある。（４）
クリックツーパンフレット（click-to-brochure）・アイコン４２６は、広告に関する追
加情報の文書記述をレンダリングする。（５）クリックツー電子メール（click-to-email
）・アイコン４２８は、自動化された電子メール応答を広告主に送信する。（６）クリッ
クツークリップ（保持／保存）（click-to-clip(keep/save)）・アイコン４３０は、後で
アクセスするために広告を保存する。（７）クリックツー転送（click-to-forward）・ア
イコン４３２は、手動で入力された受信人、またはそのアドレス帳中の受信人に広告を転
送するユーティリティを起動する。（８）クリックツーメッセージ（click-to-massage）
・アイコン４３４は、あらかじめ広告主にアドレス指定されたショートメッセージ・ユー
ティリティにアクセスする。（９）クリックツーコンテンツ（click-to-content）・アイ
コン４３６は、広告主によって与えられたウェブリンクにナビゲートする。（１０）クリ
ックツーロケート（click-to-locate）・アイコン４３８は、広告主への、モバイル通信
デバイス３０８からのロケーション情報に関しておそらく最も近いロケーションへの地図
をポップアップする。（１１）クリックツープロモーション（click-to-promotion）・ア
イコン４４０は、賞金レース、コンテスト、プロモーションなどに登録する方法に関す
る情報を活動化することができる。（１２）クリックツークーポン（click-to-coupon）
・アイコン４４２は、フルブラウザへの入力、郵送での引替えのために、または割引取引
にアクセスするためにモバイル通信デバイス３０８上の小売業者に示すように、バーコー
ド、英数字パスワードなどにアクセスすることができる。（１３）クリックツーバイ（cl
ick-to-buy）・アイコン４４４は、購買トランザクションを開始する。いくつかの適用例
では、モバイル通信デバイス３０８のサービスプロバイダは、サービス支払い請求にその
購買を追加することを含んで、出荷および／または支払い請求情報をデバイス３０８に関
連するユーザに与えることによって、トランザクションを向上させることができる。
【００７５】
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　図７に、いくつかの態様による、通信システム５００の例示的なバージョンを、一態様
による、任意のタイプのコンピュータ化されたデバイスとして示す。たとえば、通信デバ
イス５００は、モバイルワイヤレスおよび／またはセルラー電話を備えることができる。
代替的に、通信デバイス５００は、プロキシ・コール／セッション・制御機能（Ｐ－ＣＳ
ＣＦ：Proxy Call/Session Control Function）サーバ、ネットワークデバイス、サーバ
、コンピュータワークステーションなど、固定の通信デバイスを備えることができる。通
信デバイス５００は、そのような説明または例示するデバイスに限定されないが、携帯情
報端末（ＰＤＡ）、双方向テキストページャ、有線またはワイヤレス通信ポータルを有す
るポータブルコンピュータ、および有線および／またはワイヤレス通信ポータルを有する
任意のタイプのコンピュータプラットフォームをさらに含むことができることを理解され
たい。さらに通信デバイス５００は、リモートスレーブ、またはリモートセンサ、リモー
トサーバ、診断ツール、データ中継器などの他の同様のデバイスとすることができ、それ
は、そのエンドユーザを有せず、ワイヤレスまたは有線のネットワーク上でデータを伝達
するにすぎない。代替の態様では、通信デバイス５００は、固定電話、パーソナルコンピ
ュータ、セットトップボックスなどの有線通信デバイスとすることができる。さらに、単
一のタイプまたは複数の前述のタイプの任意の数の通信デバイス５００の任意の組合せを
セルラー通信システム（図示せず）中で利用することができることに留意されたい。した
がって、本装置および本方法は、それに応じて、限定はしないが、ワイヤレスモデム、Ｐ
ＣＭＣＩＡ（Personal Computer Memory Card International Association）カード、ア
クセス端末、パーソナルコンピュータ、電話、あるいはそれらの任意の組合せまたは部分
的な組合せを含む有線またはワイヤレス通信ポータルを含む、任意の形式の有線またはワ
イヤレスデバイスまたはコンピュータモジュール上で実行できる。
【００７６】
　さらに、通信デバイス５００は、広告を閲覧して、広告とインタラクトすることなどの
目的のためにユーザインターフェース５０２を含むことができる。このユーザインターフ
ェース５０２は、通信デバイス５００へのユーザ入力を生成するかまたは受信するように
動作可能な入力デバイス５０４と、通信デバイス５００のユーザによる消費のための情報
を生成および／または提示するように動作可能な出力デバイス５０６とを含む。たとえば
入力デバイス５０２は、キーパッドおよび／またはキーボード、マウス、タッチスクリー
ンディスプレイ、ボイス認識モジュールに関連したマイクロホンなどの少なくとも１つの
デバイスを含むことができる。さらに、たとえば、出力デバイス５０６は、ディスプレイ
、オーディオスピーカ、触覚フィードバック機構などを含むことができる。出力デバイス
５０６は、グラフィカルユーザインターフェース、サウンド、振動などの感覚または点字
テキスト生成面などを生成することができる。
【００７７】
　さらに通信デバイス５００は、機能をデバイス５００に与えるためにアプリケーション
を実行するように動作可能なコンピュータプラットフォーム５０８を含むことができ、コ
ンピュータプラットフォーム５０８は、入力デバイス５０４および出力デバイス５０６と
さらにインタラクトすることができる。コンピュータプラットフォーム５０８は、読み出
し専用メモリおよび／またはランダムアクセスメモリ（ＲＡＭおよびＲＯＭ）、消去可能
プログラマブル読み出し専用メモリ（ＥＰＲＯＭ）、電気的に消去可能なプログラマブル
読み出し専用メモリ（ＥＥＰＲＯＭ）、フラッシュメモリ、ならびに／あるいはコンピュ
ータプラットフォームに共通の任意のメモリなど、揮発性および不揮発性メモリ領域を備
えることができるメモリを含むことができる。さらにメモリは、電子ファイルシステム、
ならびに磁気媒体、光学媒体、テープ、ソフトおよび／またはハードディスク、およびリ
ムーバブルメモリ構成要素などの任意の二次および／または三次記憶デバイスを含むアク
ティブメモリおよびストレージメモリを含むことができる。例示的なバージョンでは、メ
モリは、ＲＡＭメモリ５０９および不揮発性ローカルストレージ構成要素５１０として示
され、その両方ともコンピュータプラットフォーム５０８のデータバス５１２に接続され
る。
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【００７８】
　さらに、コンピュータプラットフォーム５０８は、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）
、または他のチップセット、プロセッサ、論理回路、または他のデータ処理デバイスとす
ることができるプロセッサ５１４をも含むことができる。いくつかの態様では、通信デバ
イス５００がセルラー電話を備えるときなど、プロセッサまたは特定用途向け集積回路（
ＡＳＩＣ）５１６などの他の論理は、アプリケーション・プログラミング・インターフェ
ース（ＡＰＩ）５１８を実行することができ、ＡＰＩ５１８は、（たとえば、通信呼制御
、アラームクロック、テキストメッセージングなどの）他の機能に対してメモリ５０９中
でアクティブであるアプリケーション（たとえば、ゲームなど）５２０として示される、
任意の常駐ソフトウェア構成要素とインターフェースする。本開示の１つまたは複数の態
様に一致するアプリケーションは、他のアプリケーションを省略することができ、および
／またはメモリ５０９においてボイス・コール、データ・コールおよび媒体関連アプリケ
ーションなどのストリーミングコンテンツを受信する能力を省略することができることを
本開示の利益とともに諒解されたい。デバイスＡＰＩ５１８は、それぞれの通信デバイス
上で実行しているランタイム環境上で動作することができる。１つのそのようなＡＰＩ５
１８は、カリフォルニア州サンディエゴのＱＵＡＬＣＯＭＭ社によって開発されたBinary
 Runtime Environment for Wireless（ＢＲＥＷ）ＡＰＩ５２２である。
【００７９】
　さらに、プロセッサ５１４は、通信システム３００（図５）上で、通信デバイス５００
の機能および通信デバイス５００の操作可能性を使用可能にするハードウェア、ファーム
ウェア、ソフトウェアおよびそれらの組合せにおいて実施される様々な処理サブシステム
５２４を含むことができる。たとえば、処理サブシステム５２４は、通信を開始し維持す
ることと、データを他のネットワーク化されたデバイスと、ならびに通信デバイス５００
の構成要素内で、および／または構成要素間で交換することとを可能にする。一態様では
、セルラー電話においてなど、プロセッサ５１４は、サウンド、不揮発性メモリ、ファイ
ルシステム、送信、受信、検索機能、レイヤ１、レイヤ２、レイヤ３、主制御、リモート
プロシージャ、ハンドセット、電力管理、診断、デジタル信号プロセッサ、ボコーダ、メ
ッセージング、コール・マネージャ、Bluetooth（登録商標）システム、Bluetooth ＬＰ
ＯＳ、位置判断、位置エンジン、ユーザインターフェース、スリープ、データサービス、
セキュリティ、認証、ＵＳＩＭ／ＳＩＭ（汎用加入者識別モジュール／加入者識別モジュ
ール）、ボイスサービス、グラフィックス、ＵＳＢ（ユニバーサルシリアルバス）、ＭＰ
ＥＧ（Moving picture Experts Group）プロトコル・マルチメディアなどのマルチメディ
ア、ＧＰＲＳ（General Packet Radio Service）、ショートメッセージ・サービス（ＳＭ
Ｓ）、ショートボイス・サービス（ＳＶＳ（商標））、ウェブブラウザなど、処理サブシ
ステム５２４の１つまたは組合せを含むことができる。開示された態様の場合、プロセッ
サ５１４の処理サブシステム５２４は、コンピュータプラットフォーム５０８上で実行す
るアプリケーションとインタラクトする任意のサブシステム構成要素を含むことができる
。
【００８０】
　コンピュータプラットフォーム５０８は、通信デバイス５００の様々な構成要素間の通
信を可能にし、ならびに、ユーザインターフェース５０２上で提示され、および／または
ユーザインターフェース５０２とインタラクトされる広告を受信して追跡することに関係
する通信を行うように動作可能である通信モジュール５２６をさらに含むことができる。
通信モジュール５２６は、ハードウェア、ファームウェア、ソフトウェアおよび／または
それらの組合せにおいて実施され、イントラデバイス通信およびインターデバイス通信に
おいて使用するためのすべてのプロトコルをさらに含むことができる。ＧＰＳエンジン５
２８または他のロケーション感知構成要素は、通信デバイス５００のロケーション情報を
与える。
【００８１】
　通信デバイス５００のこれらの機能のいくつかは、ローカルストレージ５１０からロー
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ドされ、メモリ５０９中に保持され、プロセッサ５１４によって実行される、オペレーテ
ィングシステム（ＯＳ）５３０のようなコードによって可能とされ得る。ユーザインター
フェース（ＵＩ）モジュール５３２は、ユーザインターフェース５０２とのインタラクシ
ョン型制御（interactive control）を可能にする。ＵＩモジュール５３２は、広告イン
タラクション構成要素５３４を含み、広告インタラクション構成要素５３４は、広告クラ
イアント５４０、より具体的には広告パッケージングTrigletサービスアダプタ５４２に
よって順序付けられた広告待ち行列５３８によって指定された順序で広告キャッシュ５３
６から引き出される特定の広告に、調整されたインタラクション・オプションを与える。
広告の使用は、広告追跡構成要素５４４によってキャプチャされる。ロケーション・リポ
ーティング構成要素５４６は、デバイスロケーションを選択的に報告する論理を含むこと
ができる。
【００８２】
　一態様では、ＵＩモジュール５３２は、キーワードを推測する基となるキーワードまた
はデータをキャプチャするために、すべてのユーザ入力を監視するキーワードモニタ５４
７を含むことができる。それによって、いかなるアプリケーションまたは通信機能が利用
されていても、キーワードに関連するこのユーザ・ビヘイビアをキャプチャすることがで
きる。
【００８３】
　ＢＲＥＷ ＡＰＩ５２２は、そのタイプの通信デバイス５００に対して特に書き込む必
要なしに、デバイスＡＰＩ５１８および他の機能を呼び出す能力をアプリケーションに与
える。したがって、通信デバイス５００上のエンドツーエンドのモバイル広告のためのア
プリケーション５２０または構成要素は、いくつかのハードウェア態様を抽出するＢＲＥ
Ｗ ＡＰＩ５２２によって与えられた動作環境内のいくつかの異なるタイプのハードウェ
アの構成上で、同じように、またはわずかな変更で動作することができる。ＢＲＥＷ拡張
５４８は、ＭＰ３プレーヤ、Ｊａｖａ仮想マシンなどを提供するなどの追加の機能をＢＲ
ＥＷ ＡＰＩ５２２のプログラミングプラットフォームに追加する。一例として、ＵＩモ
ジュール５３２はＢＲＥＷ拡張５４８とすることができる。
【００８４】
　通信システム３００（図６）上で計算オーバーヘッドを分散させ、および／または送信
オーバーヘッドを低減させるために、人工知能（ＡＩ）構成要素５５０および／またはル
ールベース（rule-based）論理構成要素５５２は、リポーティングのためにユーザ・ビヘ
イビアを推測し、報告可能な広告関連のイベントがいつ発生したかに関して判断を行い、
および／または、間欠的ロケーション感知などに基づいてロケーションを外挿することが
できる。
【００８５】
　ルールベース論理構成要素５５２を採用して、本明細書で説明または示唆するいくつか
の機能を自動化することができる。この代替の態様によれば、実装方式（たとえば、ルー
ル）を適用して、作用されるべきか、または無視されるべき属性のタイプを定義し、言語
要素を属性に相関させ、広告閲覧が行われているかどうかを判断するために、ステータス
を感知し、最後のユーザ・インタラクションにおける遅延を感知するロケーションを認識
するルールを生成することなどができる。例として、ルールベースの実装形態は、広告に
よって部分的に割り込まれることがあるユーザ・インタラクションのタイプに対する基準
を自動的に定義することができることを諒解されたい。たとえば、ゲームのローディング
中に、広告をフルスクリーンに表示させることができる。ハーフスクリーン・アプリケー
ション、たとえば、テキストメッセージング・アプリケーションが動作しているとき、た
とえば、補助金を支給されたサービスレートを受信するために、ユーザが選択的に使用可
能にすることができる広告バナーを表示することができる。ルールベース論理構成要素５
５２は、ユーザが広告と直接インタラクトしないとされた推測に応答して、クリックツー
アクション広告に優先してインプレッション広告を要求することができる。それに応答し
て、ルールベースの実装形態は、所与の通知の量、与えられた詳細のレベルを変更するこ
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とができ、および／またはリセットを生じることになる編集を完全に防止することができ
る。
【００８６】
　ＡＩ構成要素５５０は、ユーザ・ビヘイビアを予測すること、間欠的ロケーション・デ
ータを外挿すること、機械学習（machine learning）に基づいて広告インタラクション・
オプションを調整することなど、本明細書で説明する１つまたは複数の機能の実行を自動
化することを可能にする。したがって、様々なＡＩベースの方式を採用することにより、
その様々な態様を実施するのを支援することができる。たとえば、ビヘイビア・プロファ
イルを生成するために、ユーザのロケーションがロケーションのデータベースに対して分
析される学習モードで、ＡＩ構成要素５５０をトレーニングすることができる。次いで、
ユーザ・ビヘイビアのいくつかのパターンを分類することができる。
【００８７】
　分類器（classifier）は、入力属性ベクトルｘ＝（ｘ１，ｘ２，ｘ３，ｘ４，ｘｎ）を
クラスラベル、クラス（ｘ）にマッピングする関数である。分類器はまた、入力がクラス
に属するという信頼度、すなわちｆ（ｘ）＝信頼度（クラス（ｘ））を出力することがで
きる。そのような分類は、（たとえば、分析ユーティリティおよびコストに因数分解する
）確率的および／または統計ベースの分析を採用して、ユーザが自動的に実行されること
を望むアクションを予測または推測することができる。
【００８８】
　サポートベクターマシン（ＳＶＭ：support vector machine）は、採用できる分類器の
一例である。ＳＶＭは、最適な方法で非トリガイベントからトリガ入力イベントを分割す
る可能な入力の空間において超曲面を発見することによって動作する。ナイーブベイズ（
Naive Bayes）、ベイジアンネットワーク（Bayesian network）、決定ツリー（decision 
tree）、ニューラルネットワーク、ファジィ論理モデル、最大エントロピーモデルなどを
含む他の分類手法を採用しても良い。本明細書で使用する分類はまた、優先順位のモデル
を開発するために利用される統計的回帰を含む。
【００８９】
　本明細書から容易に諒解されるように、本開示は（たとえば、複数のユーザからの一般
的なトレーニングデータによって）あらかじめトレーニングされた分類器、ならびに（た
とえば、ユーザ・ビヘイビアの観察、傾向の観察、外部情報の受信による）強化学習の方
法を採用することができる。したがって、本開示を使用して、限定はしないが、所定の基
準に従って、問題のリセット条件を構成するもの、差し迫ったコントローラのリセットを
伝達すべきとき／場合、コントローラのリセットを防止すべきとき／場合、交換すべきデ
ータのタイプの選好、などを判断することを含むいくつかの機能を自動的に学習し、実行
することができる。
【００９０】
　図８において、図５の通信システムによって大部分は実行されるモバイル通信デバイス
広告のための方法６００が、一態様によれば、広告管理者がモバイル通信デバイス上での
展開のために広告を準備するブロック６０２において開始する。ブロック６０４において
、モバイル通信デバイスクライアントは、市場プラットフォーム（たとえば、ｕｉＯｎｅ
（商標）デリバリーシステム（ＵＤＳ））から、バナー広告などの新しい広告を要求する
。ブロック６０６において、ＵＤＳの広告パッケージングＴＳＡ（Triglet Service Adap
ter）は、複数の広告（たとえば、画像、メタデータなど）を要求する。次に、ブロック
６０８において、モバイル通信デバイスが広告を受信して、ユーザインターフェースはバ
ナー広告を表示する。ブロック６１０において、広告は、広告とインタラクトするか、ま
たは広告に応答する１つまたは複数の方法をユーザに与える。たとえば、ブロック６１２
において、「クリックツーグランス」動作がワイヤレスアプリケーションプロトコル（Ｗ
ＡＰ）ブラウザを活性化する。別の例として、「クリックツーコール」は、自動的に呼び
出されるか、または６１４において「コールダイヤラー」として示された、広告上に表示
される電話番号に相関する手動でダイヤルされるコールである。さらに別の例として、ユ
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ーザインターフェースは、ブロック６１６に示すクーポンクリッピング機能を与えること
ができる。ブロック６１８において、このインタラクションに応答して、モバイル通信デ
バイスは、要求された広告アクションを起動する。次いで、ブロック６２０において、広
告使用を報告するためにこのインタラクションを追跡する。
【００９１】
　図９において、一態様によれば、エンドツーエンドのモバイル広告のための方法７００
は、モバイル通信デバイスのロケーション感知によって可能になる機能を含むことができ
る。ブロック７０２において、人口統計プロファイリングが収集され、維持されるが、一
実施形態によれば、そのような入力に与えられる重みを制限することができる。ブロック
７０３において、デバイスのユーザのビヘイビア選好を推測することができるモバイル通
信デバイスからのロケーション報告に基づいて、ロケーションベースのビヘイビア・プロ
ファイリングが実行される。このプロセスについては、図１０に関して以下で論じる。
【００９２】
　ブロック７０４において、図１４に関して以下でより詳細に論じる、広告アイコンアク
ションを選択し、評価するための方法は、モバイル通信デバイスにおいておよび／または
広告主について利用可能とすることができる増加した通信オプション（increased commun
ication options）を活用する。
【００９３】
　ブロック７０５において、ユーザのビヘイビア・プロファイリングは、ＷＡＰブラウザ
に入力されたキーワードおよびモバイル通信デバイス３０８との他のインタラクションを
キャプチャすることによって向上される。インタラクションのより広い範囲を包含するた
めに、ユーティリティは、表示されていることにおそらく相関するキーストロークをキャ
プチャするためにユーザインターフェースを直接監視することができる。代替的にまたは
追加として、特に制限された機能のモバイル通信デバイス３０８のために、キーワード特
徴づけを通信システムの上流で行うことができる。
【００９４】
　ブロック７０６において、図８について上述したように、ロケーション使用不能（loca
tion-disabled）なモバイル通信デバイスをサポートして、マイクロ・ターゲッティング
された広告プロセスは実行される。ブロック７１０において、図１１に関して以下で論じ
る別の態様は、リーチ・フリークエンシー・時間広告（reach-frequency-time advertisi
ng）を提供する。ブロック７１２において、図１２に関して以下で論じる追加の態様は、
インターセプター広告キャンペーンを実行するために、ロケーションおよびメトリックタ
グ付け機能を活用する。ブロック７１４において、図１３に関して以下で論じるまたさら
なる態様は、時限クーポン広告（timed couponing advertisements）を与えるために、メ
トリックタグ付け機能（metric tagging capabilities）を活用する。
【００９５】
　クリティカル・マス・ビルボード（critical mass billboard）広告方法（ブロック７
１６）は、図１５に関して以下で論じるように、モバイル通信デバイスのためのロケーシ
ョン情報が動的公衆広告ディスプレイとともに使用される場合に実行され得る。また、ユ
ーザターゲット広告を実行することを望む信頼できるエンティティに対して消費者間広告
を実行することができる（ブロック７１８）。
【００９６】
　ブロック７２０において、広告追跡（advertising tracking）は、広告とのユーザ・イ
ンタラクションの追跡を全体的にまたは部分的に備えることができる。一態様では、ユー
ザ・インタラクションは、クリックによって広告主のウェブページにナビゲートできるよ
うにするクリックツーアクション（ブロック７２２）を備えることができる。クリックツ
ーアクションはまた、広告主からのコールを受信したいか、または広告主に発呼したいと
いう要求を呼び出すことができる。クリックツーアクションはまた、ＳＭＳまたは他の通
信チャネルを呼び出すことができる。別の態様では、ユーザ・インタラクションは、ユー
ザが後で閲覧するために広告をクリップできるようにするクリックツークリップ（ブロッ
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ク７２４）とすることができる。たとえば、ゲームプレイの最中で広告をクリップするこ
とは、ユーザのエクスペリエンスを中断することを回避する。エンターテインメントまた
は情報の値をユーザに与える一方、広告主のためにインプレッション広告またはブランド
広告として役立つバイラルビデオ（viral video）などのプロモーションのコンテンツを
、繰り返し閲覧するために保存することができる。さらなる態様として、ブロック７２６
において、ユーザ・インタラクションはクリックツーロケートとすることができる。たと
えば、広告を活性化することは、ナビゲーション情報を広告主のロケーションに送り出す
ことができる。クリックツーロケートは、広告主のロケーションに入ることとして感知さ
れることを備えることができ、それは、成功したインプレッション広告として考えられる
。クリックツーロケートは、ユーザに、電子割引クーポンとして、ユーザの公告の広告主
に対するディスプレイさせること、を備え、これは、成功を追跡する（tracking of succ
ess）ために手動でまたは自動的に広告と相互に関連付けられ得る。さらに別の態様では
、ユーザ・インタラクションはクリックツーグランス（ブロック７２８）を備えることが
でき、アプリケーションはモバイル通信デバイスのユーザインターフェースの別のウィン
ドウにおいて起動される。ブロック７３０において、広告に関連するユーザ応答は、ユー
ザ・ビヘイビア・プロファイルを追跡し、更新するためのソースとすることができる。
【００９７】
　図１０において、一実施形態による、ロケーション情報に基づくビヘイビア（location
-informed behavioral）を実行するための方法８００は、ブロック８０２において広告主
および競合者のロケーション・データベースを維持することを備えることができる。その
ようなロケーション相関は、エンドツーエンドのモバイル広告に関して取り上げられる予
想広告主を含むことができる。ブロック８０４において、モバイル加入者のロケーション
を監視する。ブロック８０６において加入者が監視されたロケーションにいると判断した
とき、次いで、ブロック８０８において、推定されるトランザクション・ビヘイビアを記
憶する。ブロック８１０において、ユーザのビヘイビア・プロファイルを向上させるため
に、１つまたは複数のそのような推定されたトランザクション・ビヘイビアの例からパタ
ーンを相関させる。
【００９８】
　図１１において、一態様による、リーチ・フリークエンシー・時間広告のための方法９
００は、ブロック９０２において、商品またはサービスの特定の広告から利益を得ること
ができるモバイル通信デバイスのビヘイビア／人口統計集団を予測することから開始する
。ブロック９０４において、マイクロ・ターゲッティングされた広告をこの予測された集
団に送信する。ブロック９０５において、コーリング（calling）・スクリーン、テキス
トメッセージング・スクリーン、ウェブページ・ブラウジング・スクリーン、ゲーム・ス
クリーン、（たとえば、計算器、カレンダー、連絡先リスト、ノートパッドなどの）パー
ソナル・オーガナイザー・スクリーンの使用など、ユーザインターフェース（ＵＩ）の様
々な使用を監視する。利用可能な画面サイズなどに応じて、広告スペースは、使用中に、
またはスクリーンをロードおよび／または終了するときのいずれかに利用可能である。ブ
ロック９０６において、デバイスで、ユーザインターフェース（ＵＩ）上に広告を提示す
るための機会が認識される。たとえば、ユーザがメニューオプションなどを選択すると、
デバイスＵＩが活動化されるので、ＵＩがアクティブになり、広告の閲覧が推定できる。
【００９９】
　ブロック９０８において、デバイス上にキャッシュされたそれらの広告から広告が選択
される。ブロック９１０において、提示のために待ち行列に入れられた次の広告が満了し
たと判断した場合、ブロック９１２において、待ち行列中の次の広告が選択される。ブロ
ック９１４において、満了していない広告にアクセスすると、その広告はＵＩ上で提示（
たとえば、表示）される。ブロック９１６において、この広告の使用の追跡が、増分され
たフリークエンシーカウント（increased frequency count）で更新され、ブロック９１
８において、表示されている累積継続時間が監視される。ブロック９２０において、ユー
ザが、広告バナーを離れる（leave）であろうアクションを行わなかった場合、ブロック
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９２２において、この特定のフリークエンシーカウントまたはこのモバイル通信デバイス
上での表示の合計継続時間のいずれかについて、時間ターゲットに達したかどうかに関す
る更なる判断が行われる。そうでなければ、処理はブロック９１８に戻る。ブロック９２
２において、時間制限に達した場合、９２４において、その広告を待ち行列中の次の広告
と交換し、処理はブロック９０６に戻る。ブロック９２０において、ユーザが広告バナー
を残す（leave）ことを保証するアクションを行った場合、ブロック９２６において、フ
リークエンシーカウント・ターゲットに達したかどうかに関する更なる判断が行われる。
そうでなければ、ブロック９２８において、好適な間隔の後繰り返されるように、広告を
待ち行列中に戻すかまたは維持し、処理はブロック９０６に戻る。ブロック９２６におい
て、フリークエンシーカウント・ターゲットに達した場合、ブロック９２４において、広
告は待ち行列中で交換され、処理はブロック９０６に戻る。
【０１００】
　フリークエンシーおよび継続時間は、ワイヤレスデバイスの一定の使用に関連するよう
に指定できる。広告主は、ゲームをするために自分のワイヤレスデバイスを使用するユー
ザに対してゲーム広告を実行することのみを望むことがある。別の例として、ユーザがこ
のサービスの代金をキャリアに支払っているとき、電話としての使用は広告を省略するこ
とができる。対照的に、ゲームの割引またはデモンストレーション・バージョンを、補助
金を支給されたコストを保証する広告とともに受け取ることができる。しかしながら、例
示的な態様において、広告の助けとなるユーザインターフェース（ＵＩ）のすべての使用
は、広告を表示する機会として使用できる。フリークエンシーおよび継続時間の計算は各
提示をカウントする。したがって、相互コンテンツ広告は、広告キャンペーンのとき、複
数のタイプのワイヤレスデバイスの使用を含む。例示的な例として、そのビヘイビアおよ
び人口統計プロファイルによって判断された１４歳の男性のスケートボード・ファンであ
る、ワイヤレスデバイスユーザのジョーイを考える。スポーツシューズ広告主は、加入者
がそれらのハンドセット上で４回で合計３０秒間、シューズの広告を閲覧しなければなら
ないように指示する。ジョーイは、スケートボード・ゲームをプレイすることの一部とし
て、シューズの広告を閲覧し、次いで、株価を受信するためにFinancial News Networkウ
ェブページに進み、シューズの広告主から同じ広告キャンペーンを受信し、これは、その
広告の２回目の閲覧および３０秒の継続時間の一部としてカウントされる。ジョーイは、
彼のｕｉＯｎｅ（商標） Homescreenを含むどんなコンテンツを閲覧しても、メトリック
が満たされるまで、シューズの広告を見る。
【０１０１】
　図１２において、一態様による、インターセプター・マイクロ・ターゲッティング広告
のための方法９４０は、ブロック９４２においてトランザクションを予測するために、ロ
ケーション情報に基づくビヘイビア・プロファイルを利用することによって開始する。予
測されたトランザクションが競合者のビジネスにあるとき、広告を要求するか、または広
告を広告キャッシュ中にインターセプター広告機会として配置する。たとえば、広告主が
、競合者に向かっている人々に広告を送信することを選択した場合、広告支払い請求レー
トを増加することができる。したがって、収入最適化広告オークションは、そのような機
会の優先順位を増加させることができる。
【０１０２】
　いくつかの態様では、広告が提示された場合、広告主は、ユーザが最もビヘイビアを変
更しやすいとき、機会の固有のウィンドウをターゲットにすることを選択する。したがっ
て、ブロック９４６において、広告キャンペーンによって指定された提示基準に適合する
ために、モバイル加入者のロケーションおよび時間／日付を監視する。たとえば、ユーザ
は、金曜日の正午に昼食のために競合者のレストランに行く傾向がある。広告主は、１１
：３０に、および／またはユーザが現在の平均速度に基づいて広告主のビジネスまで３分
の移動の範囲内にいるとき、および／またはユーザが競合者のロケーションの半マイルの
範囲内にいるとき、広告をそのようなユーザに提示することを選択することができる。ブ
ロック９４８において、時間／近接度メトリックがトリガされたかどうかに関して判断が
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行われる。そうであれば、ブロック９５０において、インターセプター広告が提示される
。図示されていないが、ユーザは、広告の成功と考えられる方法で、広告とインタラクト
することができる。ブロック９５２に示すように、インプレッション広告の場合では、モ
バイル加入者のロケーションを監視する。ブロック９５４において、競合者ロケーション
を入力した場合、ブロック９５６において、この場合では失敗したものとして広告を追跡
する。ブロック９５４において、競合者ロケーションでない場合、ブロック９５８におい
て、インターセプター広告主ロケーションに入ったかどうかに関して判断を行う。そうで
あれば、ブロック９６０において、広告を成功したものとして追跡する。任意の妥当な時
間期間内に競合者またはインターセプターロケーションに入っていない場合、ブロック９
６２において、広告は、決定的でない効果を有しているものとして追跡される。
【０１０３】
　図１３において、一態様による、モバイル通信デバイス上の時限クーポンのための方法
９７０は、ブロック９７２において、広告リポジトリ（advertising repository）中の広
告に関連する、時間タグ付けメトリック（たとえば、開始時間、ターゲット時間および／
または終了時間）を利用する。ブロック９７４において、モバイルデバイス中の広告キャ
ッシュが、時限クーポン広告でリフレッシュされる。ブロック９７６において、時限クー
ポン広告がスケジュールメトリック内で提示することをスケジュールされるように、広告
待ち行列が最適化される。次いで、ブロック９７８において、広告がユーザインターフェ
ースに必要とされるかの判断が行われる。そうであれば、ブロック９８０において、任意
の開始時間メトリックが満たされたことを確認する更なる判断が行われる。そうでなけれ
ば、待ち行列中の次の広告が選択され、処理はブロック９８０に戻る。ブロック９８０に
おいて、開始時間が満たされた場合、ブロック９８４において、終了時間を超えたかどう
かに関する更なる判断が行われる。そうであれば、ブロック９８６において、待ち行列か
らその広告が削除され、ブロック９８２において、待ち行列中の次の広告が選択される。
ブロック９８４において、広告終了時間を超えなかった場合、ブロック９８８において、
広告をＵＩ上に表示する。
【０１０４】
　図１４において、一態様による、モバイル通信デバイスに適した広告アイコンアクショ
ンを選択するための方法１２００は、限定はしないが、クリックツーコール、クリックツ
ーパンフレット、クリックツークリップ、クリックツーメッセージ、クリックツーロケー
ト、クリックツーＷＡＰ、クリックツー電子メール、クリックツー転送、クリックツープ
ロモーション、クリックツークーポン、クリックツーバイおよびクリックツーランディン
グを含むすべての可能なアクションに対して示唆し、動作可能な広告アイコンを定義する
ことによって開始する（ブロック１２０２）。利用可能なワークフローのタイプ（たとえ
ば、通信チャネル）に対する制限、ユーザインターフェースの入力および出力に対する制
限などを判断するために、クライアントデバイス構成がアクセスされる（ブロック１２０
４）。デバイスのタイプに適した広告アクションおよびアイコンのサブセットが提示され
る。リストはまた、どの広告アイコンが活性化すべき広告主に関する十分な情報（たとえ
ば、電子メールアドレス、電話番号、ウェブサイト、パンフレットに対するuniform reso
urce locator（ＵＲＬ）など）を供給されたかを示すことができる（ブロック１２０６）
。特に、例示的な実装形態では、リストはアクションのセットを含み、各アクションは、
アイコンまたはアイコン参照およびワークフローコマンドおよびパラメータ（たとえば、
ＢＲＥＷプラットフォーム上のＢＲＥＷ ＵＲＩ）を含む。自動的またはユーザプロンプ
トを用いてのいずれかの選択プロセスは、広告アクションアイコンの配置および構成を含
むように案内することができる。選択は、様々なタイプの活性化の広告主に対して相対的
な値によって影響を受けることがあり、示唆またはレンダリングのための階層を組み込む
（ブロック１２０８）。
【０１０５】
　図１５において、一実施形態による、クリティカル・マス・ビルボード広告のための方
法１３００は、モバイル通信デバイスの集団のロケーションを追跡することを含む（ブロ
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ック１３０２）。動的公衆広告ディスプレイの近傍内にあると感知されるクライアントデ
バイスについて判断を行う（ブロック１３０４）。適切な広告を選択するために、クライ
アントデバイスの近位のユーザの人口統計および／またはビヘイビア・プロファイルにア
クセスする（ブロック１３０６）。この集団データに基づいて、適切な広告入札がアクセ
スされる（ブロック１３０８）。感知された集団に基づいて、最高の入札を生成する広告
を選択することによって、収入が最適化される（ブロック１３１０）。
【０１０６】
　図１６において、消費者間広告のための方法１４００は、市場プラットフォームの広告
配信機能を活用する。一実施形態によれば、特定の信頼できるエンティティ（たとえば、
個人、共済組合など）に対してユーザ許可が検証される（ブロック１４０２）。広告購買
に対して時間制約が定義される（たとえば、休日、誕生日、会合イベントの近くなど）（
ブロック１４０４）。インタラクション型オプション（interactive option）を広告に組
み込む（ブロック１４０６）。ユーザ・ビヘイビアが、広告を提示するための時間ウィン
ドウ内での機会について監視される（ブロック１４０８）。モバイル通信デバイスのユー
ザインターフェース上に広告が提示される（ブロック１４１０）。
【０１０７】
　図１７において、例示的なネットワーク配信デバイス１７００は、広告コンテンツをモ
バイル通信デバイスに配信するためのコンピュータ読み取り可能な記憶媒体（メモリ）１
７０４中のモジュールを実行するための少なくとも１つのプロセッサ１７０２を有する。
ネットワーク配信デバイス１７００は、市場プラットフォーム１２、１０６、３０２（図
１～図５）を備えるか、またはその機能の一部を実行することができる。示される例示的
なモジュールでは、第１のモジュール１７０６は、モバイル通信デバイスの第１の通信機
能とのユーザ・インタラクションを監視する手段を提供する。第２のモジュール１７０８
は、第１の通信機能とは別個に実行中の、モバイル通信デバイスの第２の通信機能とのユ
ーザ・インタラクションを監視する手段を提供する。第３のモジュール１７１０は、ユー
ザ・ビヘイビア・プロファイルを推測するために、ユーザ・インタラクション・データを
ネットワークに送信する手段を提供する。第４のモジュール１７１２は、ユーザ・ビヘイ
ビア・プロファイルに基づいて選択される、モバイル通信デバイスのためにフォーマット
された広告を受信する手段を提供する。第５のモジュール１７１４は、広告をモバイル通
信デバイス上で提示する手段を提供する。
【０１０８】
　図１８において、例示的なモバイル配信デバイス１８００は、コンピュータ読み取り可
能な記憶媒体（メモリ）１８０４中の、広告を提示するためのモジュールを実行するため
の少なくとも１つのプロセッサ１８０２を有する。示される例示的なモジュールでは、第
１のモジュール１８０６は、モバイル通信デバイスの第１の通信機能とのユーザ・インタ
ラクションをリモートで監視する手段を提供する。第２のモジュール１８０８は、第１の
通信機能とは別個に実行中の、モバイル通信デバイスの第２の通信機能とのユーザ・イン
タラクションをリモートで監視する手段を提供する。第３のモジュール１８１０は、ネッ
トワークへのユーザ・インタラクション・データを受信し、ユーザ・ビヘイビア・プロフ
ァイルを推測する手段を提供する。第４のモジュール１８１２は、ユーザ・ビヘイビア・
プロファイルに基づいて、モバイル通信デバイスのためにフォーマットされた広告を選択
する手段を提供する。第５のモジュールは、選択された広告をモバイル通信デバイス上で
提示するために送信する手段を提供する。
【０１０９】
　本明細書で説明する態様は、ネットワークレベル・ストレージおよび処理のいくつかの
機能と、モバイル通信デバイスによって実行するための他の機能とを分離することを諒解
されたい。態様に一致する適用例は、集中型ロケーションにおいて計算オーバーヘッドを
低減するように、および／または通信負荷を低減するようにより多くの分散処理をもつ構
成を含むことができることを本開示の利益とともに諒解されたい。代替的に、機能が制限
されたいくつかのモバイルデバイスに、追加の処理を集中してモバイル広告をサービスす
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【０１１０】
　本明細書で開示したバージョンに関連して説明した様々な例示的な論理、論理ブロック
、モジュール、および回路は、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、特
定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）
または他のプログラマブル論理デバイス、ディスクリートゲートまたはトランジスタロジ
ック、ディスクリートハードウェア構成要素、あるいは本明細書で説明した機能を実行す
るように設計されたそれらの任意の組合せを用いて実装または実行できる。汎用プロセッ
サはマイクロプロセッサとすることができるが、代替として、プロセッサは、任意の従来
のプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、またはステートマシーンとするこ
とができる。プロセッサはまた、コンピューティングデバイスの組合せとして、たとえば
、ＤＳＰとマイクロプロセッサの組合せ、複数のマイクロプロセッサ、ＤＳＰコアと連携
する１つまたは複数のマイクロプロセッサ、あるいは任意の他のそのような構成として実
装できる。さらに、少なくとも１つのプロセッサは、上述のステップおよび／またはアク
ションの１つまたは複数を実行するように動作可能な１つまたは複数のモジュールを備え
ることができる。
【０１１１】
　さらに、本明細書で開示された態様に関して説明した方法またはアルゴリズムのステッ
プおよび／またはアクションは、直接ハードウェアで実施するか、プロセッサによって実
行されるソフトウェアモジュールで実施するか、またはその２つの組合せで実施すること
ができる。ソフトウェアモジュールは、ＲＡＭメモリ、フラッシュメモリ、ＲＯＭメモリ
、ＥＰＲＯＭメモリ、ＥＥＰＲＯＭメモリ、レジスタ、ハードディスク、リムーバブルデ
ィスク、ＣＤ－ＲＯＭ、または当技術分野で知られている他の形態の記憶媒体中に常駐す
ることができる。例示的な記憶媒体は、プロセッサが記憶媒体から情報を読むことができ
、記憶媒体に情報を書き込むことができるようにプロセッサに結合できる。代替として、
記憶媒体はプロセッサに一体化することができる。さらに、いくつかの態様では、プロセ
ッサおよび記憶媒体はＡＳＩＣ中に常駐することができる。さらに、ＡＳＩＣはユーザ端
末内に常駐することができる。代替として、プロセッサおよび記憶媒体は、ユーザ端末内
に個別構成要素として常駐することもできる。さらに、いくつかの態様では、方法または
アルゴリズムのステップおよび／またはアクションは、コンピュータプログラム製品に組
み込むことができる、機器読み取り可能な媒体および／またはコンピュータ読み取り可能
な媒体上のコードおよび／または命令の１つまたは任意の組合せ、あるいはそのセットと
して常駐することができる。
【０１１２】
　上記の開示は例示的な態様および／または実装形態について論じたが、添付の特許請求
の範囲によって定義された、説明した態様および／または実装形態の範囲から逸脱するこ
となく、様々な変更および修正を本明細書で行うことができることに留意されたい。さら
に、説明した態様および／または実装形態の要素が単数形で説明または請求されているこ
とがあるが、単数形に限定することが明示的に述べられていない限り、複数形が企図され
る。さらに、いずれの態様および／または実装形態の全部または一部も、別段の記述がな
い限り、他の態様および／または実装形態の全部または一部とともに利用できる。
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【図１７】

【図１８】

【手続補正書】
【提出日】平成25年11月18日(2013.11.18)
【手続補正１】
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【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　広告コンテンツをモバイル通信デバイス上で提示する方法であって、
　モバイル通信デバイスの第１の通信機能とのユーザ・インタラクション（user interac
tion）を監視することと、
　前記第１の通信機能とは別個に実行中の、前記モバイル通信デバイスの第２の通信機能
とのユーザ・インタラクションを監視することと、
　ユーザ・ビヘイビア・プロファイル（user behavior profile）を更新するために、前
記監視された前記第１および第２の通信機能とのユーザ・インタラクション・データをネ
ットワークに送信することと、
　前記更新されたユーザ・ビヘイビア・プロファイルに基づいて選択される、前記モバイ
ル通信デバイスのためにフォーマットされた広告を受信することと、
　提示される前記広告の回数を規定するフリークエンシー（frequency）目標および前記
広告を提示する持続（duration）を規定する時間目標に従って前記広告を前記モバイル通
信デバイス上で提示することと、
　前記提示することに応答して、前記モバイル通信デバイスの位置を監視することと、
　前記モバイル通信デバイスのユーザに対する前記広告の有効性を評価するために、前記
監視された位置をサーバに報告することと
　を備える方法。
【請求項２】
　公衆交換電話網の宛先と通信する、前記モバイル通信デバイスの前記第１の通信機能と
のユーザ・インタラクションを監視すること、を更に備える請求項１の方法。
【請求項３】
　ワイヤレスデータパケットプロトコルの宛先と通信する、前記モバイル通信デバイスの
前記第２の通信機能とのユーザ・インタラクションを監視すること、を更に備える請求項
２の方法。
【請求項４】
　実行可能コンテンツをダウンロードするためにモバイル通信ネットワークオペレータと
通信する、前記モバイル通信デバイスの前記第２の通信機能とのユーザ・インタラクショ
ンを監視すること、を更に備える請求項２の方法。
【請求項５】
　ワイヤレスデータパケットプロトコルの宛先と通信する、前記モバイル通信デバイスの
前記第１の通信機能とのユーザ・インタラクションを監視すること、を更に備える請求項
１の方法。
【請求項６】
　実行可能コンテンツをダウンロードするためにモバイル通信ネットワークオペレータと
通信する、前記モバイル通信デバイスの前記第２の通信機能とのユーザ・インタラクショ
ンを監視すること、を更に備える請求項５の方法。
【請求項７】
　実行可能コンテンツをダウンロードするためにモバイル通信ネットワークオペレータと
通信する、前記モバイル通信デバイスの前記第１の通信機能とのユーザ・インタラクショ
ンを監視すること、を更に備える請求項１の方法。
【請求項８】
　開始された電話通話、モバイルブラウザ上でのキーワード検索、モバイルアプリケーシ
ョン上でのメディアコンテンツ選択、広告アクションの選択、またはネットワークデータ
パケットの宛先へのナビゲーション選択のうちの２つ以上として選択されたユーザ・イン
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タラクションを監視すること、を更に備える請求項１の方法。
【請求項９】
　第１のモバイルブラウザアプリケーション上でのキーワード検索の、前記モバイル通信
デバイスの前記第１の通信機能とのユーザ・インタラクションを監視することと、
　第２のモバイルブラウザアプリケーション上でのキーワード検索の、前記モバイル通信
デバイスの前記第２の通信機能とのユーザ・インタラクションを監視することと
　を更に備える請求項１の方法。
【請求項１０】
　広告コンテンツをモバイル通信デバイス上で提示する少なくとも１つのプロセッサであ
って、
　モバイル通信デバイスの第１の通信機能とのユーザ・インタラクション（user interac
tion）を監視するモジュールと、
　前記第１の通信機能とは別個に実行中の、前記モバイル通信デバイスの第２の通信機能
とのユーザ・インタラクションを監視するモジュールと、
　ユーザ・ビヘイビア・プロファイル（user behavior profile）を更新するために、前
記監視された前記第１および第２の通信機能とのユーザ・インタラクション・データをネ
ットワークに送信するモジュールと、
　前記更新されたユーザ・ビヘイビア・プロファイルに基づいて選択される、前記モバイ
ル通信デバイスのためにフォーマットされた広告を受信するモジュールと、
　提示される前記広告の回数を規定するフリークエンシー（frequency）目標および前記
広告を提示する持続（duration）を規定する時間目標に従って前記広告を前記モバイル通
信デバイス上で提示するモジュールと、
　前記提示することに応答して、前記モバイル通信デバイスの位置を監視するモジュール
と、
　前記モバイル通信デバイスのユーザに対する前記広告の有効性を評価するために、前記
監視された位置をサーバに報告するモジュールと
　を備えるプロセッサ。
【請求項１１】
　広告コンテンツをモバイル通信デバイス上で提示するコンピュータ読取り可能記録媒体
であって、
　モバイル通信デバイスの第１の通信機能とのユーザ・インタラクション（user interac
tion）を監視することをコンピュータに行わせるための少なくとも１つの命令と、
　前記第１の通信機能とは別個に実行中の、前記モバイル通信デバイスの第２の通信機能
とのユーザ・インタラクションを監視することを前記コンピュータに行わせるための少な
くとも１つの命令と、
　ユーザ・ビヘイビア・プロファイル（user behavior profile）を更新するために、前
記監視されたユーザ・インタラクション・データをネットワークに送信することを前記コ
ンピュータに行わせるための少なくとも１つの命令と、
　前記更新されたユーザ・ビヘイビア・プロファイルに基づいて選択される、前記モバイ
ル通信デバイスのためにフォーマットされた広告を受信することを前記コンピュータに行
わせるための少なくとも１つの命令と、
　提示される前記広告の回数を規定するフリークエンシー（frequency）目標および前記
広告を提示する持続（duration）を規定する時間目標に従って前記広告を前記モバイル通
信デバイス上で提示することを前記コンピュータに行わせるための少なくとも１つの命令
と、
　前記提示することに応答して、前記モバイル通信デバイスの位置を監視することを前記
コンピュータに行わせるための少なくとも１つの命令と、
　前記モバイル通信デバイスのユーザに対する前記広告の有効性を評価するために、前記
監視された位置をサーバに報告することを前記コンピュータに行わせるための少なくとも
１つの命令と
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　を備えるコンピュータ読み取り可能な媒体を備えるコンピュータ読取り可能記録媒体。
【請求項１２】
　広告コンテンツをモバイル通信デバイス上で提示する装置であって、
　モバイル通信デバイスの第１の通信機能とのユーザ・インタラクション（user interac
tion）を監視する手段と、
　前記第１の通信機能とは別個に実行中の、前記モバイル通信デバイスの第２の通信機能
とのユーザ・インタラクションを監視する手段と、
　ユーザ・ビヘイビア・プロファイル（user behavior profile）を更新するために、前
記監視された前記第１および第２の通信機能とのユーザ・インタラクション・データをネ
ットワークに送信する手段と、
　前記更新されたユーザ・ビヘイビア・プロファイルに基づいて選択される、前記モバイ
ル通信デバイスのためにフォーマットされた広告を受信する手段と、
　提示される前記広告の回数を規定するフリークエンシー（frequency）目標および前記
広告を提示する持続（duration）を規定する時間目標に従って前記広告を前記モバイル通
信デバイス上で提示するための手段と、
　前記提示することに応答して、前記モバイル通信デバイスの位置を監視するための手段
と、
　前記モバイル通信デバイスのユーザに対する前記広告の有効性を評価するために、前記
監視された位置をサーバに報告するための手段と
　を備える装置。
【請求項１３】
　広告コンテンツをモバイル通信デバイス上で提示する装置であって、
　ユーザインターフェースと、
　コンピューティング・プラットフォームと、
　モバイル通信デバイスの第１の通信機能との、ユーザインターフェースに入力されたユ
ーザ・インタラクション（user interaction）を監視し、前記コンピューティング・プラ
ットフォーム上で前記第１の通信機能とは別個に実行中の、前記モバイル通信デバイスの
第２の通信機能との、前記ユーザインターフェースに入力されたユーザ・インタラクショ
ンを監視する使用モニタと、
　ユーザ・ビヘイビア・プロファイル（user behavior profile）を更新するために、前
記監視された前記第１および第２の通信機能とのユーザ・インタラクション・データをネ
ットワークに送信するワイヤレス送信機と、
　前記更新されたユーザ・ビヘイビア・プロファイルに基づいて選択される、前記モバイ
ル通信デバイスのためにフォーマットされた広告を受信するワイヤレス受信機と、
　提示される前記広告の回数を規定するフリークエンシー（frequency）目標および前記
広告を提示する持続（duration）を規定する時間目標に従って前記広告を前記モバイル通
信デバイス上で提示するための広告選択および追跡構成要素と
　を備え、前記コンピューティング・プラットフォームは、前記提示することに応答して
、前記モバイル通信デバイスの位置を監視するように構成され、
　前記ワイヤレス送信機は、前記モバイル通信デバイスのユーザに対する前記広告の有効
性を評価するために、前記監視された位置をサーバに報告するように構成される、装置。
【請求項１４】
　公衆交換電話網の宛先と通信する、前記モバイル通信デバイスの前記第１の通信機能と
のユーザ・インタラクションを監視する前記使用モニタ、を更に備える請求項１３の装置
。
【請求項１５】
　ワイヤレスデータパケットプロトコルの宛先と通信する、前記モバイル通信デバイスの
前記第２の通信機能とのユーザ・インタラクションを監視する前記使用モニタ、を更に備
える請求項１４の装置。
【請求項１６】



(56) JP 2014-56587 A 2014.3.27

　実行可能コンテンツをダウンロードするためにモバイル通信ネットワークオペレータと
通信する、前記モバイル通信デバイスの前記第２の通信機能とのユーザ・インタラクショ
ンを監視する前記使用モニタ、を更に備える請求項１４の装置。
【請求項１７】
　ワイヤレスデータパケットプロトコルの宛先と通信する、前記モバイル通信デバイスの
前記第１の通信機能とのユーザ・インタラクションを監視する前記使用モニタ、を更に備
える請求項１３の装置。
【請求項１８】
　実行可能コンテンツをダウンロードするためにモバイル通信ネットワークオペレータと
通信する、前記モバイル通信デバイスの前記第２の通信機能とのユーザ・インタラクショ
ンを監視する前記使用モニタ、を更に備える請求項１７の装置。
【請求項１９】
　実行可能コンテンツをダウンロードするためにモバイル通信ネットワークオペレータと
通信する、前記モバイル通信デバイスの前記第１の通信機能とのユーザ・インタラクショ
ンを監視する前記使用モニタ、を更に備える請求項１３の装置。
【請求項２０】
　開始された電話通話、モバイルブラウザ上でのキーワード検索、モバイルアプリケーシ
ョン上でのメディアコンテンツ選択、広告アクションの選択、またはネットワークデータ
パケットの宛先へのナビゲーション選択のうちの２つ以上として選択されたユーザ・イン
タラクションを監視する前記使用モニタ、を更に備える請求項１３の装置。
【請求項２１】
　第１のモバイルブラウザアプリケーション上でのキーワード検索の、モバイル通信デバ
イスの前記第１の通信機能とのユーザ・インタラクションを監視し、第２のモバイルブラ
ウザアプリケーション上でのキーワード検索の、前記モバイル通信デバイスの前記第２の
通信機能とのユーザ・インタラクションを監視する前記使用モニタ、を更に備える請求項
１３の装置。
【請求項２２】
　広告コンテンツをモバイル通信デバイス上で提示する方法であって、
　モバイル通信デバイスの第１の通信機能とのユーザ・インタラクション（user interac
tion）をリモートで監視することと、
　前記第１の通信機能とは別個に実行中の、前記モバイル通信デバイスの第２の通信機能
とのユーザ・インタラクションをリモートで監視することと、
　ネットワークでユーザ・インタラクション・データを受信し、ユーザ・ビヘイビア・プ
ロファイル（user behavior profile）を更新することと、
　前記更新されたユーザ・ビヘイビア・プロファイルに基づいて、前記モバイル通信デバ
イスのためにフォーマットされた広告を選択することと、
　前記選択された広告を、提示される前記広告の回数を規定するフリークエンシー（freq
uency）目標および前記広告を提示する持続（duration）を規定する時間目標に従って前
記モバイル通信デバイス上で提示するために送信することと、
　前記広告が提示された後、前記モバイル通信デバイスの位置を示す位置データを受信す
ることと、
　前記示された位置に基づいて、前記モバイル通信デバイスのユーザに対する前記広告の
有効性を評価することと
　を備える方法。
【請求項２３】
　公衆交換電話網の宛先と通信する、前記モバイル通信デバイスの前記第１の通信機能と
のユーザ・インタラクションをリモートで監視すること、を更に備える請求項２２の方法
。
【請求項２４】
　ワイヤレスデータパケットプロトコルの宛先と通信する、前記モバイル通信デバイスの
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前記第２の通信機能とのユーザ・インタラクションをリモートで監視すること、を更に備
える請求項２３の方法。
【請求項２５】
　実行可能コンテンツをダウンロードするためにモバイル通信ネットワークオペレータと
通信する、前記モバイル通信デバイスの前記第２の通信機能とのユーザ・インタラクショ
ンをリモートで監視すること、を更に備える請求項２３の方法。
【請求項２６】
　ワイヤレスデータパケットプロトコルの宛先と通信する、前記モバイル通信デバイスの
前記第１の通信機能とのユーザ・インタラクションをリモートで監視すること、を更に備
える請求項２２の方法。
【請求項２７】
　実行可能コンテンツをダウンロードするためにモバイル通信ネットワークオペレータと
通信する、前記モバイル通信デバイスの前記第２の通信機能とのユーザ・インタラクショ
ンをリモートで監視すること、を更に備える請求項２６の方法。
【請求項２８】
　実行可能コンテンツをダウンロードするためにモバイル通信ネットワークオペレータと
通信する、前記モバイル通信デバイスの前記第１の通信機能とのユーザ・インタラクショ
ンをリモートで監視すること、を更に備える請求項２２の方法。
【請求項２９】
　前記提示された広告とのユーザ・インタラクションをリモートで監視することによって
、ユーザ・ビヘイビア・プロファイルの前記更新を改良すること、を更に備える請求項２
２の方法。
【請求項３０】
　開始された電話通話、モバイルブラウザ上でのキーワード検索、モバイルアプリケーシ
ョン上でのメディアコンテンツ選択、広告アクションの選択、またはネットワークデータ
パケットの宛先へのナビゲーション選択のうちの２つ以上として選択されたユーザ・イン
タラクションをリモートで監視すること、を更に備える請求項２２の方法。
【請求項３１】
　第１のモバイルブラウザアプリケーション上でのキーワード検索の、前記モバイル通信
デバイスの前記第１の通信機能とのユーザ・インタラクションをリモートで監視すること
と、
　第２のモバイルブラウザアプリケーション上でのキーワード検索の、前記モバイル通信
デバイスの前記第２の通信機能とのユーザ・インタラクションをリモートで監視すること
と
　を更に備える請求項２２の方法。
【請求項３２】
　広告コンテンツをモバイル通信デバイス上で提示する少なくとも１つのプロセッサであ
って、
　モバイル通信デバイスの第１の通信機能とのユーザ・インタラクション（user interac
tion）をリモートで監視するモジュールと、
　前記第１の通信機能とは別個に実行中の、前記モバイル通信デバイスの第２の通信機能
とのユーザ・インタラクションをリモートで監視するモジュールと、
　ネットワークでユーザ・インタラクション・データを受信し、ユーザ・ビヘイビア・プ
ロファイル（user behavior profile）を更新するモジュールと、
　前記更新されたユーザ・ビヘイビア・プロファイルに基づいて、前記モバイル通信デバ
イスのためにフォーマットされた広告を選択するモジュールと、
　前記選択された広告を、提示される前記広告の回数を規定するフリークエンシー（freq
uency）目標および前記広告を提示する持続（duration）を規定する時間目標に従って前
記モバイル通信デバイス上で提示するために送信するモジュールと、
　前記広告が提示された後、前記モバイル通信デバイスの位置を示す位置データを受信す
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るモジュールと、
　前記示された位置に基づいて、前記モバイル通信デバイスのユーザに対する前記広告の
有効性を評価するモジュールと
　を備えるプロセッサ。
【請求項３３】
　広告コンテンツをモバイル通信デバイス上で提示するコンピュータ読取り可能記録媒体
であって、
　モバイル通信デバイスの第１の通信機能とのユーザ・インタラクション（user interac
tion）をリモートで監視することをコンピュータに行わせるための少なくとも１つの命令
と、
　前記第１の通信機能とは別個に実行中の、前記モバイル通信デバイスの第２の通信機能
とのユーザ・インタラクションをリモートで監視することを前記コンピュータに行わせる
ための少なくとも１つの命令と、
　ネットワークでユーザ・インタラクション・データを受信し、ユーザ・ビヘイビア・プ
ロファイル（user behavior profile）を更新することを前記コンピュータに行わせるた
めの少なくとも１つの命令と、
　前記更新されたユーザ・ビヘイビア・プロファイルに基づいて、前記モバイル通信デバ
イスのためにフォーマットされた広告を選択することを前記コンピュータに行わせるため
の少なくとも１つの命令と、
　前記選択された広告を、提示される前記広告の回数を規定するフリークエンシー（freq
uency）目標および前記広告を提示する持続（duration）を規定する時間目標に従って前
記モバイル通信デバイス上で提示するために送信することを前記コンピュータに行わせる
ための少なくとも１つの命令と、
　前記広告が提示された後、前記モバイル通信デバイスの位置を示す位置データを受信す
ることを前記コンピュータに行わせるための少なくとも１つの命令と、
　前記示された位置に基づいて、前記モバイル通信デバイスのユーザに対する前記広告の
有効性を評価することを前記コンピュータに行わせるための１つの命令と
　を備えるコンピュータ読み取り可能な媒体を備えるコンピュータ読取り可能記録媒体。
【請求項３４】
　広告コンテンツをモバイル通信デバイス上で提示する装置であって、
　モバイル通信デバイスの第１の通信機能とのユーザ・インタラクション（user interac
tion）をリモートで監視する手段と、
　前記第１の通信機能とは別個に実行中の、前記モバイル通信デバイスの第２の通信機能
とのユーザ・インタラクションをリモートで監視する手段と、
　ネットワークでユーザ・インタラクション・データを受信し、ユーザ・ビヘイビア・プ
ロファイル（user behavior profile）を更新する手段と、
　前記更新されたユーザ・ビヘイビア・プロファイルに基づいて、前記モバイル通信デバ
イスのためにフォーマットされた広告を選択する手段と、
　前記選択された広告を、提示される前記広告の回数を規定するフリークエンシー（freq
uency）目標および前記広告を提示する持続（duration）を規定する時間目標に従って前
記モバイル通信デバイス上で提示するために送信する手段と、
　前記広告が提示された後、前記モバイル通信デバイスの位置を示す位置データを受信す
る手段と、
　前記示された位置に基づいて、前記モバイル通信デバイスのユーザに対する前記広告の
有効性を評価する手段と
　を備える装置。
【請求項３５】
　広告コンテンツをモバイル通信デバイス上で提示する装置であって、
　モバイル通信デバイスと通信するネットワーク通信構成要素と、
　前記モバイル通信デバイスの第１の通信機能とのユーザ・インタラクション（user int
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eraction）をリモートで監視し、前記第１の通信機能とは別個に実行中の、前記モバイル
通信デバイスの第２の通信機能とのユーザ・インタラクションをリモートで監視するリモ
ート使用モニタと、
　ユーザ・インタラクション・データを受信し、ユーザ・ビヘイビア・プロファイル（us
er behavior profile）を更新するビヘイビア・プロファイリング構成要素と、
　前記更新されたユーザ・ビヘイビア・プロファイルに基づいて、前記モバイル通信デバ
イスのためにフォーマットされた広告を選択し、提示される前記広告の回数を規定するフ
リークエンシー（frequency）目標および前記広告を提示する持続（duration）を規定す
る時間目標に従って前記選択された広告を前記モバイル通信デバイス上で提示するために
送信する広告配信構成要素と
　を備え、前記ネットワーク通信構成要素は、前記広告が提示された後、前記モバイル通
信デバイスの位置を示す位置データを受信するように構成され、
　前記装置は、前記示された位置に基づいて、前記モバイル通信デバイスのユーザに対す
る前記広告の有効性を評価する装置。
【請求項３６】
　前記リモート使用モニタは、公衆交換電話網の宛先と通信する、前記モバイル通信デバ
イスの前記第１の通信機能とのユーザ・インタラクションをリモートで監視するように更
に構成される請求項３５の装置。
【請求項３７】
　前記リモート使用モニタは、ワイヤレスデータパケットプロトコルの宛先と通信する、
前記モバイル通信デバイスの前記第２の通信機能とのユーザ・インタラクションをリモー
トで監視するように更に構成される請求項３６の装置。
【請求項３８】
　前記リモート使用モニタは、実行可能コンテンツをダウンロードするためにモバイル通
信ネットワークオペレータと通信する、前記モバイル通信デバイスの前記第２の通信機能
とのユーザ・インタラクションをリモートで監視するように更に構成される請求項３６の
装置。
【請求項３９】
　前記リモート使用モニタは、ワイヤレスデータパケットプロトコルの宛先と通信する、
前記モバイル通信デバイスの前記第１の通信機能とのユーザ・インタラクションをリモー
トで監視するように更に構成される請求項３５の装置。
【請求項４０】
　前記リモート使用モニタは、実行可能コンテンツをダウンロードするためにモバイル通
信ネットワークオペレータと通信する、前記モバイル通信デバイスの前記第２の通信機能
とのユーザ・インタラクションをリモートで監視するように更に構成される請求項３９の
装置。
【請求項４１】
　前記リモート使用モニタは、実行可能コンテンツをダウンロードするためにモバイル通
信ネットワークオペレータと通信する、前記モバイル通信デバイスの前記第１の通信機能
とのユーザ・インタラクションをリモートで監視するように更に構成される請求項３５の
装置。
【請求項４２】
　前記リモート使用モニタは、前記提示された広告とのユーザ・インタラクションをリモ
ートで監視することによって、ユーザ・ビヘイビア・プロファイルの改良を推測するよう
に更に構成される請求項３５の装置。
【請求項４３】
　前記リモート使用モニタは、開始された電話通話、モバイルブラウザ上でのキーワード
検索、モバイルアプリケーション上でのメディアコンテンツ選択、広告アクションの選択
、またはネットワークデータパケットの宛先へのナビゲーション選択のうちの２つ以上と
して選択されたユーザ・インタラクションをリモートで監視するように更に構成される請



(60) JP 2014-56587 A 2014.3.27

求項３５の装置。
【請求項４４】
　前記リモート使用モニタは、第１のモバイルブラウザアプリケーション上でのキーワー
ド検索の、前記モバイル通信デバイスの前記第１の通信機能とのユーザ・インタラクショ
ンをリモートで監視し、第２のモバイルブラウザアプリケーション上でのキーワード検索
の、前記モバイル通信デバイスの前記第２の通信機能とのユーザ・インタラクションをリ
モートで監視するように更に構成される請求項３５の装置。
【請求項４５】
　前記フリークエンシー目標は、前記時間目標によって規定された前記持続の間に前記広
告が複数回表示されるように規定する請求項１の方法。
【請求項４６】
　前記時間目標によって規定された前記持続は、前記規定された前記広告の提示の回数だ
け前記広告を提示するための総計の持続に対応する請求項１の方法。
【請求項４７】
　前記評価することは、前記示された位置が、前記広告に関する広告主（advertiser）に
関連づけられた第１ビジネスロケーションに対応する場合には、前記広告が有効であると
判断し、
　前記評価することは、前記示された位置が、前記広告主の競合相手に関する第２ビジネ
スロケーションに対応する場合には、有効でないと判断する、請求項２２の方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１１２】
　上記の開示は例示的な態様および／または実装形態について論じたが、添付の特許請求
の範囲によって定義された、説明した態様および／または実装形態の範囲から逸脱するこ
となく、様々な変更および修正を本明細書で行うことができることに留意されたい。さら
に、説明した態様および／または実装形態の要素が単数形で説明または請求されているこ
とがあるが、単数形に限定することが明示的に述べられていない限り、複数形が企図され
る。さらに、いずれの態様および／または実装形態の全部または一部も、別段の記述がな
い限り、他の態様および／または実装形態の全部または一部とともに利用できる。　
　以下に、出願当初の特許請求の範囲を付記する。
[1]広告コンテンツをモバイル通信デバイス上で提示する方法であって、
　モバイル通信デバイスの第１の通信機能とのユーザ・インタラクション（user interac
tion）を監視することと、
　前記第１の通信機能とは別個に実行中の、前記モバイル通信デバイスの第２の通信機能
とのユーザ・インタラクションを監視することと、
　ユーザ・ビヘイビア・プロファイル（user behavior profile）を推測するために、ユ
ーザ・インタラクション・データをネットワークに送信することと、
　前記ユーザ・ビヘイビア・プロファイルに基づいて選択される、前記モバイル通信デバ
イスのためにフォーマットされた広告を受信することと、
　前記広告を前記モバイル通信デバイス上で提示することと
　を備える方法。
[2]公衆交換電話網の宛先と通信する、前記モバイル通信デバイスの前記第１の通信機能
とのユーザ・インタラクションを監視すること、を更に備える[1]の方法。
[3]ワイヤレスデータパケットプロトコルの宛先と通信する、前記モバイル通信デバイス
の前記第２の通信機能とのユーザ・インタラクションを監視すること、を更に備える[2]
の方法。
[4]実行可能コンテンツをダウンロードするためにモバイル通信ネットワークオペレータ
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と通信する、前記モバイル通信デバイスの前記第２の通信機能とのユーザ・インタラクシ
ョンを監視すること、を更に備える[2]の方法。
[5]ワイヤレスデータパケットプロトコルの宛先と通信する、前記モバイル通信デバイス
の前記第１の通信機能とのユーザ・インタラクションを監視すること、を更に備える[1]
の方法。
[6]実行可能コンテンツをダウンロードするためにモバイル通信ネットワークオペレータ
と通信する、前記モバイル通信デバイスの前記第２の通信機能とのユーザ・インタラクシ
ョンを監視すること、を更に備える[5]の方法。
[7]実行可能コンテンツをダウンロードするためにモバイル通信ネットワークオペレータ
と通信する、前記モバイル通信デバイスの前記第１の通信機能とのユーザ・インタラクシ
ョンを監視すること、を更に備える[1]の方法。
[8]前記広告に関連付けられたフリークエンシー（frequency）および時間の目標に従って
、前記広告を前記モバイル通信デバイス上で提示すること、を更に備える[1]の方法。
[9]ユーザ・ビヘイビア・プロファイルを改良するために、ネットワークのための前記提
示された広告とのユーザ・インタラクションを監視し、送信すること、を更に備える[1]
の方法。
[10]開始された電話通話、モバイルブラウザ上でのキーワード検索、モバイルアプリケー
ション上でのメディアコンテンツ選択、広告アクションの選択、またはネットワークデー
タパケットの宛先へのナビゲーション選択のうちの２つ以上として選択されたユーザ・イ
ンタラクションを監視すること、を更に備える[1]の方法。
[11]第１のモバイルブラウザアプリケーション上でのキーワード検索の、前記モバイル通
信デバイスの前記第１の通信機能とのユーザ・インタラクションを監視することと、
　第２のモバイルブラウザアプリケーション上でのキーワード検索の、前記モバイル通信
デバイスの前記第２の通信機能とのユーザ・インタラクションを監視することと
　を更に備える[1]の方法。
[12]広告コンテンツをモバイル通信デバイス上で提示する少なくとも１つのプロセッサで
あって、
　モバイル通信デバイスの第１の通信機能とのユーザ・インタラクション（user interac
tion）を監視するモジュールと、
　前記第１の通信機能とは別個に実行中の、前記モバイル通信デバイスの第２の通信機能
とのユーザ・インタラクションを監視するモジュールと、
　ユーザ・ビヘイビア・プロファイル（user behavior profile）を推測するために、ユ
ーザ・インタラクション・データをネットワークに送信するモジュールと、
　前記ユーザ・ビヘイビア・プロファイルに基づいて選択される、前記モバイル通信デバ
イスのためにフォーマットされた広告を受信するモジュールと、
　前記広告を前記モバイル通信デバイス上で提示するモジュールと
　を備えるプロセッサ。
[13]広告コンテンツをモバイル通信デバイス上で提示するコンピュータプログラム製品で
あって、
　モバイル通信デバイスの第１の通信機能とのユーザ・インタラクション（user interac
tion）を監視することをコンピュータに行わせるための少なくとも１つの命令と、
　前記第１の通信機能とは別個に実行中の、前記モバイル通信デバイスの第２の通信機能
とのユーザ・インタラクションを監視することをコンピュータに行わせるための少なくと
も１つの命令と、
　ユーザ・ビヘイビア・プロファイル（user behavior profile）を推測するために、ユ
ーザ・インタラクション・データをネットワークに送信することをコンピュータに行わせ
るための少なくとも１つの命令と、
　前記ユーザ・ビヘイビア・プロファイルに基づいて選択される、前記モバイル通信デバ
イスのためにフォーマットされた広告を受信することをコンピュータに行わせるための少
なくとも１つの命令と、
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　前記広告を前記モバイル通信デバイス上で提示することをコンピュータに行わせるため
の少なくとも１つの命令と
　を備えるコンピュータ読み取り可能な媒体を備えるコンピュータプログラム製品。
[14]広告コンテンツをモバイル通信デバイス上で提示する装置であって、
　モバイル通信デバイスの第１の通信機能とのユーザ・インタラクション（user interac
tion）を監視する手段と、
　前記第１の通信機能とは別個に実行中の、前記モバイル通信デバイスの第２の通信機能
とのユーザ・インタラクションを監視する手段と、
　ユーザ・ビヘイビア・プロファイル（user behavior profile）を推測するために、ユ
ーザ・インタラクション・データをネットワークに送信する手段と、
　前記ユーザ・ビヘイビア・プロファイルに基づいて選択される、前記モバイル通信デバ
イスのためにフォーマットされた広告を受信する手段と、
　前記広告を前記モバイル通信デバイス上で提示するための手段と
　を備える装置。
[15]広告コンテンツをモバイル通信デバイス上で提示する装置であって、
　ユーザインターフェースと、
　コンピューティング・プラットフォームと、
　モバイル通信デバイスの第１の通信機能との、ユーザインターフェースに入力されたユ
ーザ・インタラクション（user interaction）を監視し、前記コンピューティング・プラ
ットフォーム上で前記第１の通信機能とは別個に実行中の、前記モバイル通信デバイスの
第２の通信機能との、前記ユーザインターフェースに入力されたユーザ・インタラクショ
ンを監視する使用モニタと、
　ユーザ・ビヘイビア・プロファイル（user behavior profile）を推測するために、ユ
ーザ・インタラクション・データをネットワークに送信するワイヤレス送信機と、
　前記ユーザ・ビヘイビア・プロファイルに基づいて選択される、前記モバイル通信デバ
イスのためにフォーマットされた広告を受信するワイヤレス受信機と
　を備え、前記ユーザインターフェースが、前記広告を前記モバイル通信デバイス上で提
示する、装置。
[16]公衆交換電話網の宛先と通信する、前記モバイル通信デバイスの前記第１の通信機能
とのユーザ・インタラクションを監視する前記使用モニタ、を更に備える[15]の装置。
[17]ワイヤレスデータパケットプロトコルの宛先と通信する、前記モバイル通信デバイス
の前記第２の通信機能とのユーザ・インタラクションを監視する前記使用モニタ、を更に
備える[16]の装置。
[18]実行可能コンテンツをダウンロードするためにモバイル通信ネットワークオペレータ
と通信する、前記モバイル通信デバイスの前記第２の通信機能とのユーザ・インタラクシ
ョンを監視する前記使用モニタ、を更に備える[16]の装置。
[19]ワイヤレスデータパケットプロトコルの宛先と通信する、前記モバイル通信デバイス
の前記第１の通信機能とのユーザ・インタラクションを監視する前記使用モニタ、を更に
備える[15]の装置。
[20]実行可能コンテンツをダウンロードするためにモバイル通信ネットワークオペレータ
と通信する、前記モバイル通信デバイスの前記第２の通信機能とのユーザ・インタラクシ
ョンを監視する前記使用モニタ、を更に備える[19]の装置。
[21]実行可能コンテンツをダウンロードするためにモバイル通信ネットワークオペレータ
と通信する、前記モバイル通信デバイスの前記第１の通信機能とのユーザ・インタラクシ
ョンを監視する前記使用モニタ、を更に備える[15]の装置。
[22]前記広告に関連付けられたフリークエンシー（frequency）および時間の目標に従っ
て、前記広告を前記モバイル通信デバイス上で提示する広告選択および追跡構成要素、を
更に備える[15]の装置。
[23]ユーザ・ビヘイビア・プロファイルを改良するために、ネットワークのための前記提
示された広告とのユーザ・インタラクションを監視し、送信する前記使用モニタ、を更に
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備える[15]の装置。
[24]開始された電話通話、モバイルブラウザ上でのキーワード検索、モバイルアプリケー
ション上でのメディアコンテンツ選択、広告アクションの選択、またはネットワークデー
タパケットの宛先へのナビゲーション選択のうちの２つ以上として選択されたユーザ・イ
ンタラクションを監視する前記使用モニタ、を更に備える[15]の装置。
[25]第１のモバイルブラウザアプリケーション上でのキーワード検索の、モバイル通信デ
バイスの前記第１の通信機能とのユーザ・インタラクションを監視し、第２のモバイルブ
ラウザアプリケーション上でのキーワード検索の、前記モバイル通信デバイスの前記第２
の通信機能とのユーザ・インタラクションを監視する前記使用モニタ、を更に備える[15]
の装置。
[26]広告コンテンツをモバイル通信デバイス上で提示する方法であって、
　モバイル通信デバイスの第１の通信機能とのユーザ・インタラクション（user interac
tion）をリモートで監視することと、
　前記第１の通信機能とは別個に実行中の、前記モバイル通信デバイスの第２の通信機能
とのユーザ・インタラクションをリモートで監視することと、
　ネットワークへのユーザ・インタラクション・データを受信し、ユーザ・ビヘイビア・
プロファイル（user behavior profile）を推測することと、
　前記ユーザ・ビヘイビア・プロファイルに基づいて、前記モバイル通信デバイスのため
にフォーマットされた広告を選択することと、
　前記選択された広告を、前記モバイル通信デバイス上で提示するために送信することと
　を備える方法。
[27]公衆交換電話網の宛先と通信する、前記モバイル通信デバイスの前記第１の通信機能
とのユーザ・インタラクションをリモートで監視すること、を更に備える[26]の方法。
[28]ワイヤレスデータパケットプロトコルの宛先と通信する、前記モバイル通信デバイス
の前記第２の通信機能とのユーザ・インタラクションをリモートで監視すること、を更に
備える[27]の方法。
[29]実行可能コンテンツをダウンロードするためにモバイル通信ネットワークオペレータ
と通信する、前記モバイル通信デバイスの前記第２の通信機能とのユーザ・インタラクシ
ョンをリモートで監視すること、を更に備える[27]の方法。
[30]ワイヤレスデータパケットプロトコルの宛先と通信する、前記モバイル通信デバイス
の前記第１の通信機能とのユーザ・インタラクションをリモートで監視すること、を更に
備える[26]の方法。
[31]実行可能コンテンツをダウンロードするためにモバイル通信ネットワークオペレータ
と通信する、前記モバイル通信デバイスの前記第２の通信機能とのユーザ・インタラクシ
ョンをリモートで監視すること、を更に備える[30]の方法。
[32]実行可能コンテンツをダウンロードするためにモバイル通信ネットワークオペレータ
と通信する、前記モバイル通信デバイスの前記第１の通信機能とのユーザ・インタラクシ
ョンをリモートで監視すること、を更に備える[26]の方法。
[33]前記広告に関連付けられたフリークエンシー（frequency）および時間の目標に従っ
て、前記広告を提示するように前記モバイル通信デバイスに指示すること、を更に備える
[26]の方法。
[34]前記提示された広告とのユーザ・インタラクションをリモートで監視することによっ
て、ユーザ・ビヘイビア・プロファイルの改良を推測すること、を更に備える[26]の方法
。
[35]開始された電話通話、モバイルブラウザ上でのキーワード検索、モバイルアプリケー
ション上でのメディアコンテンツ選択、広告アクションの選択、またはネットワークデー
タパケットの宛先へのナビゲーション選択のうちの２つ以上として選択されたユーザ・イ
ンタラクションをリモートで監視すること、を更に備える[26]の方法。
[36]第１のモバイルブラウザアプリケーション上でのキーワード検索の、前記モバイル通
信デバイスの前記第１の通信機能とのユーザ・インタラクションをリモートで監視するこ
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とと、
　第２のモバイルブラウザアプリケーション上でのキーワード検索の、前記モバイル通信
デバイスの前記第２の通信機能とのユーザ・インタラクションをリモートで監視すること
と
　を更に備える[26]の方法。
[37]広告コンテンツをモバイル通信デバイス上で提示する少なくとも１つのプロセッサで
あって、
　モバイル通信デバイスの第１の通信機能とのユーザ・インタラクション（user interac
tion）をリモートで監視するモジュールと、
　前記第１の通信機能とは別個に実行中の、前記モバイル通信デバイスの第２の通信機能
とのユーザ・インタラクションをリモートで監視するモジュールと、
　ネットワークへのユーザ・インタラクション・データを受信し、ユーザ・ビヘイビア・
プロファイル（user behavior profile）を推測するモジュールと、
　前記ユーザ・ビヘイビア・プロファイルに基づいて、前記モバイル通信デバイスのため
にフォーマットされた広告を選択するモジュールと、
　前記選択された広告を、前記モバイル通信デバイス上で提示するために送信するモジュ
ールと
　を備えるプロセッサ。
[38]広告コンテンツをモバイル通信デバイス上で提示するコンピュータプログラム製品で
あって、
　モバイル通信デバイスの第１の通信機能とのユーザ・インタラクション（user interac
tion）をリモートで監視することをコンピュータに行わせるための少なくとも１つの命令
と、
　前記第１の通信機能とは別個に実行中の、前記モバイル通信デバイスの第２の通信機能
とのユーザ・インタラクションをリモートで監視することをコンピュータに行わせるため
の少なくとも１つの命令と、
　ネットワークへのユーザ・インタラクション・データを受信し、ユーザ・ビヘイビア・
プロファイル（user behavior profile）を推測することをコンピュータに行わせるため
の少なくとも１つの命令と、
　前記ユーザ・ビヘイビア・プロファイルに基づいて、前記モバイル通信デバイスのため
にフォーマットされた広告を選択することをコンピュータに行わせるための少なくとも１
つの命令と、
　前記選択された広告を、前記モバイル通信デバイス上で提示するために送信することを
コンピュータに行わせるための少なくとも１つの命令と
　を備えるコンピュータ読み取り可能な媒体を備えるコンピュータプログラム製品。
[39]広告コンテンツをモバイル通信デバイス上で提示する装置であって、
　モバイル通信デバイスの第１の通信機能とのユーザ・インタラクション（user interac
tion）をリモートで監視する手段と、
　前記第１の通信機能とは別個に実行中の、前記モバイル通信デバイスの第２の通信機能
とのユーザ・インタラクションをリモートで監視する手段と、
　ネットワークへのユーザ・インタラクション・データを受信し、ユーザ・ビヘイビア・
プロファイル（user behavior profile）を推測する手段と、
　前記ユーザ・ビヘイビア・プロファイルに基づいて、前記モバイル通信デバイスのため
にフォーマットされた広告を選択する手段と、
　前記選択された広告を、前記モバイル通信デバイス上で提示するために送信する手段と
　を備える装置。
[40]広告コンテンツをモバイル通信デバイス上で提示する装置であって、
　モバイル通信デバイスと通信するネットワーク通信構成要素と、
　前記モバイル通信デバイスの第１の通信機能とのユーザ・インタラクション（user int
eraction）をリモートで監視し、前記第１の通信機能とは別個に実行中の、前記モバイル
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通信デバイスの第２の通信機能とのユーザ・インタラクションをリモートで監視するリモ
ート使用モニタと、
　ユーザ・インタラクション・データを受信し、ユーザ・ビヘイビア・プロファイル（us
er behavior profile）を推測するビヘイビア・プロファイリング構成要素と、
　前記ユーザ・ビヘイビア・プロファイルに基づいて、前記モバイル通信デバイスのため
にフォーマットされた広告を選択し、前記選択された広告を前記モバイル通信デバイス上
で提示するために送信する広告配信構成要素と
　を備える装置。
[41]公衆交換電話網の宛先と通信する、前記モバイル通信デバイスの前記第１の通信機能
とのユーザ・インタラクションをリモートで監視する前記リモート使用モニタ、を更に備
える[40]の装置。
[42]ワイヤレスデータパケットプロトコルの宛先と通信する、前記モバイル通信デバイス
の前記第２の通信機能とのユーザ・インタラクションをリモートで監視する前記リモート
使用モニタ、を更に備える[41]の装置。
[43]実行可能コンテンツをダウンロードするためにモバイル通信ネットワークオペレータ
と通信する、前記モバイル通信デバイスの前記第２の通信機能とのユーザ・インタラクシ
ョンをリモートで監視する前記リモート使用モニタ、を更に備える[41]の装置。
[44]ワイヤレスデータパケットプロトコルの宛先と通信する、前記モバイル通信デバイス
の前記第１の通信機能とのユーザ・インタラクションをリモートで監視する前記リモート
使用モニタ、を更に備える[40]の装置。
[45]実行可能コンテンツをダウンロードするためにモバイル通信ネットワークオペレータ
と通信する、前記モバイル通信デバイスの前記第２の通信機能とのユーザ・インタラクシ
ョンをリモートで監視する前記リモート使用モニタ、を更に備える[44]の装置。
[46]実行可能コンテンツをダウンロードするためにモバイル通信ネットワークオペレータ
と通信する、前記モバイル通信デバイスの前記第１の通信機能とのユーザ・インタラクシ
ョンをリモートで監視する前記リモート使用モニタ、を更に備える[40]の装置。
[47]前記広告に関連付けられたフリークエンシー（frequency）および時間の目標に従っ
て、前記広告を提示するように前記モバイル通信デバイスに指示する前記広告配信構成要
素、を更に備える[40]の装置。
[48]前記提示された広告とのユーザ・インタラクションをリモートで監視することによっ
て、ユーザ・ビヘイビア・プロファイルの改良を推測する前記リモート使用モニタ、を更
に備える[40]の装置。
[49]開始された電話通話、モバイルブラウザ上でのキーワード検索、モバイルアプリケー
ション上でのメディアコンテンツ選択、広告アクションの選択、またはネットワークデー
タパケットの宛先へのナビゲーション選択のうちの２つ以上として選択されたユーザ・イ
ンタラクションをリモートで監視する前記リモート使用モニタ、を更に備える[40]の装置
。
[50]第１のモバイルブラウザアプリケーション上でのキーワード検索の、前記モバイル通
信デバイスの前記第１の通信機能とのユーザ・インタラクションをリモートで監視し、第
２のモバイルブラウザアプリケーション上でのキーワード検索の、前記モバイル通信デバ
イスの前記第２の通信機能とのユーザ・インタラクションをリモートで監視する前記リモ
ート使用モニタ、を更に備える[40]の装置。
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